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平成２７年第２回千早赤阪村議会定例会会議録（第１号） 

 

１． 招集年月日 

   平成２７年６月９日 

２． 招集の場所 

   千早赤阪村役場 二階議事堂 

３． 出席議員        

   １番  井 上 昭 司         ２番  関 口 ほづみ 

   ４番  浅 野 利 夫         ５番  清 井   浩 

   ６番  田 中 博 治         ７番  山 形 研 介 

４． 欠席議員 

   ３番  徳 丸 幸 夫 

５． 署名議員 

   ２番  関 口 ほづみ         ４番  浅 野 利 夫 

６． 職務のため議場に出席した者の職氏名 

   局    長  松 村 典 英     主    査  井ノ本 純 一 

７． 地方自治法第１２１条により、説明のため出席した者の職氏名 

   村    長  松 本 昌 親     副  村  長  吉 田 裕 彦 

   教  育  長  矢 倉 龍 男     人事財政課長  菊 井 佳 宏 

           中 野 光 二     住 民 課 長  池 西 昌 夫 

   健康福祉課長  和 田 博 幸     健康福祉課参事  西 口 美 和 

   まちづくり課長  森 田 洋 文     まちづくり課理事  高 橋 昭 二 

   施設整備課理事  西 川 浩 和     施設整備課理事  松 本 賢 一 

   施設整備課長  赤 阪 秀 樹     教 育 課 長  北 浦 秀 明 

   教育課参事  近 藤 和 浩 

８． 議事日程        

   日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

   日程第 ２ 会期の決定について 

   日程第 ３ 報告第 １号 平成２６年度千早赤阪村一般会計予算繰越明許費繰越

計算書について 

   日程第 ４ 報告第 ２号 平成２６年度千早赤阪村金剛山観光事業特別会計予算

繰越明許費繰越計算書について 

会計管理者兼 
総 務 課 長 
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   日程第 ５ 報告第 ３号 平成２６年度千早赤阪村水道事業会計予算繰越計算書

について 

   日程第 ６ 議案第３１号 専決処分（千早赤阪村税条例等の一部を改正する条

例）の承認を求めることについて 

   日程第 ７ 議案第３２号 専決処分（千早赤阪村介護保険条例の一部を改正する

条例）の承認を求めることについて 

   日程第 ８ 議案第３３号 専決処分〔平成２６年度千早赤阪村一般会計補正予算

（最終）〕の承認を求めることについて 

   日程第 ９ 議案第３４号 専決処分〔平成２６年度千早赤阪村国民健康保険特別

会計補正予算（最終）〕の承認を求めることについて 

   日程第１０ 議案第３５号 専決処分〔平成２６年度千早赤阪村介護保険特別会計

補正予算（最終）〕の承認を求めることについて 

   日程第１１ 議案第３６号 専決処分〔平成２６年度千早赤阪村後期高齢者医療特

別会計補正予算（最終）〕の承認を求めることについ

て 

   日程第１２ 議案第３７号 専決処分〔平成２６年度千早赤阪村下水道事業特別会

計補正予算（最終）〕の承認を求めることについて 

   日程第１３ 議案第３８号 千早赤阪村まち・ひと・しごと創生有識者会議設置条

例制定について 

   日程第１４ 議案第３９号 一般職の職員の給与に関する条例の改正について 

   日程第１５ 議案第４０号 平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第１号）

について 

   日程第１６ 議案第４１号 平成２７年度千早赤阪村下水道事業特別会計補正予算

（第１号）について 

   日程第１７ 議案第４２号 平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予算（第１

号）について 

   日程第１８ 議案第４３号 工事請負契約（千早赤阪村立学校給食センター改修工

事）の締結について 

   日程第１９ 議案第４４号 工事請負契約（千早赤阪村立小学校及びこごせ幼稚園

空調機設置工事）の締結について 

   日程第２０ 議案第４５号 動産（小型水槽付消防ポンプ自動車）の取得について 

   日程第２１ 議案第４６号 動産（千早赤阪村立小・中学校通学バス）の取得につ
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            午前９時５９分 開会 

○井上議長 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は６名でございます。定足数に達しておりますので、平成２７年第

２回千早赤阪村議会定例会を開会いたします。 

 なお、徳丸議員より本日の会議の欠席届が提出されておりますので、御報告いたしま

す。 

 まず初めに、松本村長より挨拶がございます。 

○松本村長 皆さんこんにちは。 

 本日は、例年どおりの梅雨入りとなりました。 

 本日また６月議会の初日でございますが、御出席どうもありがとうございます。 

 ことし、村は過疎指定の２年目となり、とりあえずそれなりには安定してまいりまし

た。ことしよりビジターセンターの建設、新庁舎新設にスタートを切りました。スタート

を切った以上は、できるだけ早く完成に向けて進みたいと思っております。 

 村は長期にわたり、既に皆さん御存じのとおりでございますが、用地確保の経験がござ

いませんし、用地交渉のスキルの蓄積もございません。中山間地域の開発では、地主の合

意を得られず開発を断念せざるを得ませんでしたし、農面道路事業でも用地買収ができ

ず、途中でとまったままでございます。また、分校用地も数十年にわたってトラブルが続

いており、解決はできておりません。 

 本村の事業では、用地問題が解決すれば事業は成立したも同然でございます。行政の私

たちも精いっぱい努力いたしますが、ぜひ議員皆さんの御協力をお願いしたいと思ってお

ります。 

 話は変わりますが、ことしは地方創生の年でございます。 

 私は、当面村が達成すべき目標を人口１，０００人アップと税収３億円アップとに置い

ております。 

 数少ない地方の成功例を参考にと考えましたが、徳島県の上勝町の例でも理解できると

おり、すばらしいリーダー、あれと熱意ある住民がセットになって、初めてすばらしい成

功ができると私は考えております。村の職員の中からリーダーが出てくれれば非常にいい

と思いますし、また住民の中から、あるいは議会の議員先生の中からすばらしいリーダー

が出てくれればと思っております。ぜひ、村を元気にする提案をお願いいたします。 

 我々、行政の批判は大いに結構でございますが、行政、議会、職員の英知を集めまし

て、ぜひいい村をつくり上げたいと思っております。今ほど議会議員の皆さんの御支援が

村にとって必要なときはないと私は考えております。新しい村への御提案、御支援をお願



- 5 - 

いいたしまして、開会の御挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○井上議長 次に、６月１日に開催されました議会運営委員会の報告を求めます。 

 清井議会運営委員長。 

○清井議会運営委員長 それでは、議会運営委員会の報告を申し上げます。 

 去る６月１日に開催いたしました議会運営委員会におきまして、今期定例会の上程予定

議案についての審議方法を審査いたしました。 

 まず、本日の付議案件は議事日程のとおり、報告第１号から第３号までの報告後、議案

第３１号から第４６号までの１６議案でございます。審議方法につきましては、議案第３

１号から第３７号までと議案第４３号から第４６号までを１議案ごとに本会議において審

議することに決しました。議案第３８号から第４２号の５議案は、村長の提案理由及び総

括質疑の後、所管の常任委員会に付託することに決しております。 

 なお、今期定例会の会期は、本日６月９日から６月２５日までの１７日間と決しており

ますので、御報告申し上げます。 

 以上でございます。 

○井上議長 ありがとうございました。 

 これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、２番関口議員、４番浅野議員

を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日６月９日から２５日までの１７日間といたしたいと思います。

これに異議ありませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日６月９日から２５日ま

での１７日間と決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第３、報告第１号平成２６年度千早赤阪村一般会計予算繰越明許費

繰越計算書について、議事日程第４、報告第２号平成２６年度千早赤阪村金剛山観光事業

特別会計予算繰越明許費繰越計算書について及び議事日程第５、報告第３号平成２６年度
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千早赤阪村水道事業会計予算繰越計算書についての３件を一括議題といたします。 

 ３件の報告を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 報告第１号から報告第３号は、平成２６年度千早赤阪村一般会計予算繰越明

許費繰越計算書について、平成２６年度千早赤阪村金剛山観光事業特別会計予算繰越明許

費繰越計算書について、平成２６年度千早赤阪村水道事業会計予算繰越計算書についてで

ございます。 

 報告第１号は、昨年１２月２７日付で閣議決定された地域住民生活等緊急支援のための

交付金に伴う経費や地区防犯灯整備補助金、富田林分校跡地登記及び境界特定測量等の委

託業務事業について、翌年度へ繰り越したものでございます。 

 続きまして、報告第２号は金剛山ロープウェイの曳索誘導滑車の整備工事について翌年

度へ繰り越したものでございまして、いずれも地方自治法施行令第１４６条第２項の規定

により、５月２９日付において繰越明許費繰越計算書を調製したもので、御報告いたすも

のでございます。 

 続きまして、報告第３号は建設改良費の予算のうち、水道事業ビジョン策定業務委託費

を翌年度へ繰り越したものでございまして、地方公営企業法第２６条第３項の規定により

御報告いたすものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願い

申し上げます。 

○井上議長 詳細説明を菊井人事財政課長。 

○菊井人事財政課長 それでは、報告第１号平成２６年度千早赤阪村一般会計予算繰越明

許費繰越計算書につきまして御説明申し上げます。 

 次のページをお開きください。 

 平成２６年度千早赤阪村一般会計予算繰越明許費繰越計算書でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、事業名地区防犯灯整備補助金、平成２６年度金額８４６

万円、全額翌年度へ繰り越すもので、財源は全額一般財源でございます。 

 事業名富田林分校跡地登記及び境界特定測量等委託業務、平成２６年度金額１４２万

８，０００円、全額翌年度へ繰り越すもので、財源は全額一般財源でございます。 

 事業名まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業、平成２６年度金額８２６万９，００

０円、全額翌年度へ繰り越すもので、財源は全額国庫支出金でございます。 

 事業名ちはやあかさか魅力向上プロモーション事業、平成２６年度金額１，２８６万

２，０００円、全額翌年度へ繰り越すもので、財源は全額国庫支出金でございます。 
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 事業名空き家情報バンク利用促進事業、平成２６年度金額１００万円、全額翌年度へ繰

り越すもので、財源は全額国庫支出金でございます。 

 事業名定住促進空き家活用補助金、平成２６年度金額３００万円、全額翌年度へ繰り越

すもので、財源は全額国庫支出金でございます。 

 ６款商工費、１項商工費、事業名地産品販路拡大支援事業、平成２６年度金額２６０万

円、全額翌年度へ繰り越すもので、財源は全額国庫支出金でございます。 

 事業名プレミアム付商品券発行事業、平成２６年度金額４，４７３万円、全額翌年度へ

繰り越すもので、財源は国庫支出金１，１３９万円、その他３，３３４万円でございま

す。 

 ７款土木費、１項土木管理費、事業名地域公共交通確保維持改善事業、平成２６年度金

額４２９万３，０００円、全額翌年度へ繰り越すもので、財源は全額国庫支出金でござい

ます。 

 続きまして、報告第２号平成２６年度千早赤阪村金剛山事業特別会計予算繰越明許費繰

越計算書につきまして御説明申し上げます。 

 次のページをお開きください。 

 ２款観光事業費、１項索道事業費、事業名曳索誘導滑車整備部品納入業務、平成２６年

度金額１３５万円、全額翌年度へ繰り越すもので、財源は全額その他財源でございます。 

 続きまして、報告第３号平成２６年度千早赤阪村水道事業会計予算繰越計算書につきま

して御説明申し上げます。 

 次のページをお開きください。 

 款資本的支出、項建設改良費、事業名施設改良事業、平成２６年度予算計上額５，４３

３万５，０００円で、翌年度繰越額４９６万８，０００円は、水道事業ビジョン策定業務

委託経費で、財源は全額損益勘定留保資金でございます。 

 以上、御説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○井上議長 これより報告第１号、報告第２号、報告第３号に対する質疑に入ります。 

 田中議員。 

○田中議員 ちょっと４項目で教えてください。 

 今、説明がございました。それから今までも説明があったことはわかっています。 

 総務費の中で、まち・ひと・しごとっていう創生についての、これどういう方向に８０

０万円を使われるのかということを１つ聞きたいと思います。 

 それからその下、千早赤阪の魅力向上、これもどういう方向なのか、どういう考えでそ

の１，２００万円を使われるのか。 
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 それから、空き家と定住促進、この２つも１００万円、３００万円、合計４００万円に

ついて、どのように空き家をなさる考えなのか。 

 それから、商工費について、地産品とはどんなものか。 

 ちょっとこの４項目について詳しく教えてください。 

○井上議長 森田課長。 

○森田まちづくり課長 一般会計の繰越明許費で、私どものまちづくり課所管の部分での

質問かと思います。 

 まず初めに、総合戦略についてでございますけれども、昨年１１月に施行されましたま

ち・ひと・しごと創生法に基づきまして、市町村において平成２７年度中に地方版の総合

戦略の策定を求められておると。この総合戦略を策定することによって国からの交付金が

受けられるということで、本年度戦略の策定に取り組むものでございます。 

 もう既に動き出しておりまして、業者選定も終わりまして、各課等の事業の洗い出し

等々を今後進めていくところでございます。 

 今期定例会の全員協議会でも、詳細につきまして御説明を申し上げる予定にしておりま

す。 

 続きまして、ちはやあかさか魅力向上プロモーション事業でございますけれども、この

部分につきましては特段村の観光でございますけれども、観光資源あるいは村のいろんな

資源を利用して村をＰＲしていこうということで予算計上させていただいたものでござい

ます。 

 この件につきましては、ちょっとまだ実際に具体的にどのような事業までやっていくか

っていうところで今精査をしておる段階でございまして、今月中にも早々に仕様を固めま

して、事業者への委託ということで進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、下の空き家情報バンク利用促進事業、定住促進空き家活用補助金につきま

して、関連いたしますので、この２事業でございますけれども、昨年の年度末に両要綱を

作成をいたしまして、まず空き家を提供いただける方の募集でありましたり、既に村で住

みたいという御希望がある方、空き家を御利用して村に定住したいという方への補助制度

として設けておるところでございます。 

 現在、４月からの施行ということでしておりますが、５月末現在では１７件ほどの問い

合わせもいただいております。その中で、実際空き家バンクに登録したいという住宅１棟

ございます。 

 この下の補助金ですけども、２件のもう申請をいただいておりまして、既にもう定住に

向けて具体的に転入していただいた方も１件ございます。 
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 続きまして、商工費でございますけれども、販路拡大の部分でございます。 

 この分につきましては既に４月から施行いたしておりまして、広報やホームページでＰ

Ｒをさせていただいておりますけれども、村でいろんな事業を始めたい、今まで事業やっ

ていた方で、実際に事業の仕方、ＰＲの仕方がわからないという事業者さんに向けて、一

定の補助金を出して販路の拡大を図っていただこうということでの補助制度といたしてお

るものでございます。 

 実際にまあ、ああいうイベント等で、見本市等で展示したいということの費用等につき

ましては、補助率２分の１で１５万円の頭打ちということで補助金のほうを設定させてい

ただいております。 

 それと、専門家に御意見を伺いたい等々非常になかなか一般の事業者さんでは費用もか

かる部分でございますけれども、その分につきましても補助率２分の１ということで、１

００万円の上限ということで制度をつくっております。 

 ただ、この分につきましては今ちょっとまだうちの村のほうには具体的にこの補助金利

活用したいというお問い合わせはございませんけれども、今後もＰＲに努めてまいりたい

と考えております。 

 それと、あとプレミアムつき商品券の発行事業でございます。 

 この分につきましても、まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で位置づけをいたすもの

でございますが、先行型として国の交付金、平成２６年度の補正予算で設定されたもので

ございます。 

 この分については、もう既に広報、ホームページ等々でまず詳細のほうをお知らせをし

ておるわけでございますけれども、ただこの事業は近隣の市町とも調整を行いまして、富

田林商工会のほうに委託をさせていただくということで進めております。いろいろ調整を

いたしておりまして、実際は８月の後半から年内いっぱいですね、商品券を使っていただ

けるかなということで今最終の詰めの段階でございますが、プレミア率２割ということで

非常にお得な券ということで、３，０００セットを発行予定ということで現在進めており

ます。 

 この分につきましても、また詳細等今期定例会の全員協議会で御説明申し上げたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○井上議長 田中議員。 

○田中議員 全協でお知らせお願いいたします。 

 １つだけ、定住の空き家促進、私の近所に２年前ほどから河内長野からおいでになって
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る方もおいでです。 

 補助金等々について、今２件という問い合わせがあるということなんですけど、そうい

う方、２年前と比較して段差があったら、非常にその方不満を持つかなとちょっと懸念し

てるんですけど、これいつから採用されるのかわかりませんけど、その補助金が１件当た

り幾らだという補助金になると思いますけど、借家されてる方も小吹台におられますの

で、その辺の段差がないような方法はできないものかとは思っています。その辺の御不満

出てこないように、御配慮お願いします。 

 以上です。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

 それでは、報告第１号平成２６年度千早赤阪村一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報

告について御了承願います。 

 報告第２号平成２６年度千早赤阪村金剛山観光事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書

の報告について御了承願います。 

 報告第３号平成２６年度千早赤阪村水道事業会計予算繰越計算書の報告について御了承

願います。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第６、議案第３１号専決処分（千早赤阪村税条例等の一部を改正す

る条例）の承認を求めることについてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第３１号は、平成２７年３月３１日付で専決処分いたしました千早赤阪

村税条例等の一部を改正する条例について、議会の承認を求めるものでございます。 

 本議案は、平成２７年３月３１日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたこと

に伴い改正するもので、軽自動車税のグリーン化特例及び二輪車に係る税率引き上げ時期

の延長などについて専決処分させていただいたものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を中野総務課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 それでは、改正内容について新旧対照表で御説明いたしま

す。 
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 新旧対照表をごらんください。 

 まず、２ページ目の上段でございますが、地方税法第２９２条第１項第４号の５の改正

に基づき、法人村民税均等割の税率適用区分である資本金等の額に係る改正に伴うもので

ございます。 

 次に、３ページ下段の附則第５条の３の２は、地方税法の改正に伴い、個人住民税にお

ける住宅ローン減税の適用期限を平成３１年６月まで延長するものでございます。 

 次に、４ページの附則第６条の２でございますが、第６項は都市再生特別措置法に規定

する認定事業者が一定の認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資

産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を設けるものでございます。 

 第７項及び第８項は、津波防災地域づくりに関する法律に規定する管理協定が締結され

た津波避難施設の用に供する家屋のうち、避難用部分及び避難の用に供する一定の償却資

産に係る固定資産税の特例措置でございます。 

 第９項から第１１項は繰り下がりによる改正でございまして、第１２項は高齢者の居住

の安定確保に関する法律に規定するサービスつき高齢者向け住宅である一定の借家住宅に

係る固定資産税の減税措置を行うものでございます。 

 次に、第６条の３及び次のページの第７条、第７条の２につきましては、土地に係る負

担調整措置に係る改正でございまして、平成２９年度まで延長するものでございます。 

 次に、第９条はふるさと納税について申告手続の簡素化を図り、村民税に関する申告書

を提出することなく寄附金控除の適用を受けることができるための規定でございます。 

 次の９ページの第２３条は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までに初回

車両番号指定を受けた三輪以上の軽自動車について、平成２８年度分の税率を軽減する特

例措置に関する規定でございます。 

 第１項は、電気自動車及び天然ガス自動車について、税率をおおむね１００分の７５軽

減するものでございます。 

 第２項は、ガソリン車で乗用の物については平成３２年度燃費基準より２０％以上燃費

性能がよいものについて、貨物用の物については平成２７年度燃費基準値より３５％以上

燃費性能のよいものについて、税率をおおむね１００分の５０軽減するものでございま

す。 

 第３項は、ガソリン車で乗用の物については平成３２年度燃費基準値を満たすものにつ

いて、貨物用の物については平成２７年度燃費基準より１５％以上燃費性能のよいものに

ついて、税率をおおむね１００分の２５軽減するものでございます。 

 次に、１１ページでございます。 
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 平成２６年６月４日、条例第１２号により改正を行いました千早赤阪村税条例の附則と

して、軽自動車の登録を受けて１４年を経過した車両に対する重課税の規定を追加するも

のでございます。 

 次に、１３ページでございます。 

 附則第１条第２号及び第３号は、二輪車に係る軽自動車税の見直し時期を１年間延長す

る改正でございます。 

 附則第４条及び附則第６条は、新税率及び重課税の施行期日の改正でございます。 

 次に、１５ページの附則第１条は、施行期日でございます。 

 附則第２条から附則第４条までは、税目ごとの特例措置でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 浅野議員。 

○浅野議員 今税条例、軽自動車の関係なんですけど、説明をいただきました。 

 第２３条の第１項電気自動車とかガソリン車とか、それのガソリン車の乗用タイプとか

という区分はわかるんですけれど、その前にこれ附則なんですが、第４２条第２項に軽自

動車及び小型特殊自動車とあるんですよね。その中で、これ左側と右側に両方ありまし

て、３，９００円が当分１，０００円になるとか、６，９００円が１，８００円とかある

んですけど、この５段の内訳、一番上は何が該当するのか、２番目は何か、教えていただ

けませんか。 

○井上議長 中野課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 内訳でございますが、それぞれの税目ごとの車両ごとの税

金の額でございまして、例えば３，９００円に係るものにつきましては三輪の物でござい

ます。また、６，９００円については軽自動車も営業用の乗用車という形で、各それぞれ

の車両ごとの税目でございます。 

 以上でございます。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 これ、新車に関して３，９００円が１，０００円になるということの解釈で

よろしいですか。 

○井上議長 中野課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 これにつきましては、新車の登録を受けた車両について、

例えば軽自動車で行きますと、今年度の新規登録車については１万８００円の税金がかか

ります。 
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 それについては、例えば電気自動車等で同じ７５％の減税を受けるという場合には、

２，７００円に下がるというような改正でございます。 

 以上でございます。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 ちょっとここは、この前にこれは附則なんですけど、軽自動車の納税自動車

税ということで、第４２条があるんですよね。 

 そこに、それの前の前段を見ますと、三輪のものが年額３，１００円とか、この数字が

余り、乗用のものは営業であれば５，５００円とか、自家用車が７，２００円とか、貨物

とかいろいろ出てくるんですけども、これにぴったりする該当のものがないんですけれ

ど、これは附則のほうを優先するという考え方でいいんでしょうか、ちょっと。 

○井上議長 中野課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 税条例につきましては、地方税法の中で当然改正されてお

りまして、附則以前に改正を行った附則の改正というものがございますので、今の条例と

合ってない分も若干ございます。 

 以上でございます。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 これは専決処分されてるんですけども、その税条例の中の第４３条、軽自動

車税の納期は５月１日から同月３１日までということで、５月いっぱいにこれ納税する必

要あるんですけれども、今回新車の場合は、これは来年の５月１日から３月３１日までに

納税されればええということになるんでしょうか。 

 では、来年の収入になるということでしょうかね。 

○井上議長 中野課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 納期については従前どおりでございまして、特に変わりご

ざいません。 

 今回のこの改正につきましては、２７年度に新車登録を行った軽自動車につきまして、

その税額を２８年度分についてのみ１年間ですが軽減するという改正でございます。 

 以上でございます。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３１号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する
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ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第３１号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第３１号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり承認することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第７、議案第３２号専決処分（千早赤阪村介護保険条例の一部を改

正する条例）の承認を求めることについてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第３２号は、平成２７年４月１０日付で専決処分いたしました千早赤阪

村介護保険条例の一部を改正する条例について、議会の承認を求めるものでございます。 

 本議案は、介護保険法改正により、平成２７年４月から公費を投入して低所得者の保険

料軽減強化を行うこととされたことを踏まえ、介護保険法施行令において対象者及び軽減

幅が定められました。 

 この介護保険法施行令の一部を改正する政令が平成２７年４月１０日に公布及び施行さ

れ、平成２７年度分の保険料から適用することとされたため、専決処分させていただいた

ものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を和田健康福祉課長。 

○和田健康福祉課長 それでは、議案第３２号専決処分（千早赤阪村介護保険条例の一部
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を改正する条例）の承認を求めることについて御説明申し上げます。 

 この条例改正は、介護保険法施行令の一部を改正する政令が平成２７年４月１０日に公

布及び施行されたことに伴い、所要の改正を行いました。 

 改正の内容でございますが、介護保険法の改正により、平成２７年４月から低所得者の

保険料軽減強化を行うこととされたことを踏まえ、介護保険法施行令において対象者及び

軽減幅が定められたため、第１号被保険者の第１段階の保険料３万７，３９０円を３万

３，６５０円に改正いたしました。 

 新旧対照表をごらんください。 

 保険料率第２条第２項の次に第３項として、新旧対照表ですが、第１項の次に２とあり

ますが、ミスプリントですので訂正お願いします。 

 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成２７年度

から平成２８年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず３万３，６

５０円とするを加えるものでございます。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 経過措置として、改正後の千早赤阪村介護保険条例第２条第３項の規定は平成２７年度

分の保険料から適用し、平成２６年度以前の年度分の保険料については適用しない。 

 以上、御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 関口議員。 

○関口議員 ３万７，３９０円を３万３，６５０円に減額するということで、これの対象

者はどれぐらいおられて、村の影響額幾らになるのかお尋ねします。 

○井上議長 和田課長。 

○和田健康福祉課長 まず、対象者でございますが、当初予算ベースになりますけども、

対象者は３９１人でございます。 

 それから、影響額でございますが、１４６万２，０００円程度になると思います。 

 あと、国庫負担金で２分の１、府費４分の１がございますので、国費として大体７３万

１，１７０円とあと府費が４分の１、村４分の１でございます。 

 以上でございます。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

 清井議員。 

○清井議員 今それだけの影響額出たもんについて、予算書どういう財源で補填するんで

すか。 
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○井上議長 和田課長。 

○和田健康福祉課長 一応財源につきましては、繰り入れで対応したいと考えておりま

す。一般会計からの繰り入れでございます。 

 以上でございます。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３２号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第３２号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第３２号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり承認することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第８、議案第３３号専決処分〔平成２６年度千早赤阪村一般会計補

正予算（最終）〕の承認を求めることについてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第３３号は、平成２７年３月３１日付で専決処分いたしました平成２６

年度千早赤阪村一般会計補正予算（最終）について議会の承認を求めるものでございま

す。 
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 本議案は、３月定例議会以降確定した財源や経費について補正させていただいたもので

ございまして、歳入歳出それぞれ９，９２０万２，０００円を増額いたしまして、予算総

額を２９億２，３１４万６，０００円といたすものでございます。 

 主な内容でございますが、まず歳入におきましては、村税、地方消費税交付金、地方交

付税等の一部財源の増減補正、また国庫及び府支出金、繰入金、村債、その他特定財源の

最終確定に伴います増減の補正でございます。 

 一方、歳出につきましては、特定財源の確定に伴います財源更正及び不用によります減

額補正など行わせていただきました。 

 なお、不用等によります余剰金につきましては、財政調整基金で調整しております。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を菊井人事財政課長。 

○菊井人事財政課長 議案第３３号専決処分の承認を求めることについて、平成２６年度

千早赤阪村一般会計補正予算（最終）の御説明を申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 第１条につきましては、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出それぞれ９，９２０万２，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９億２，３１４万６，０００

円といたします。 

 第２条は、地方債の補正でございます。 

 ６ページをお開きください。 

 地方債の額の変更でございます。変更となる起債事業につきましては１４事業で、補正

限度額の合計が１億１，２４０万円を１，３００万円減額し、９，９４０万円とさせてい

ただきました。 

 １段目は防災対策事業債で、２段目の村道・橋梁整備事業から最下段の中学生海外派遣

事業が過疎対策債でございます。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。 

 １２ページをお開きください。 

 ２歳入でございます。 

 歳入全般につきましては、確定したもの、また決算見込みによる増減補正でございま

す。主なものにつきまして御説明申し上げます。 

 １款村税、１項村民税、１目個人３３０万円の減、２目法人４００万円の増、２項固定

資産税、１目固定資産税７８０万円の増、４項村たばこ税、１目村たばこ税１１０万円の
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減でございます。 

 次のページをお開きください。 

 ４款配当割交付金３１３万４，０００円の増、５款株式等譲渡所得割交付金２９３万円

の増、６款地方消費税交付金５９０万６，０００円の増でございます。 

 次のページをお開きください。 

 １０款地方交付税９，３９９万７，０００円の増でございます。 

 １２款分担金及び負担金、１項分担金、４目災害復旧費分担金１８万２，０００円の減

から２０ページの中段、１５款府支出金、１項府負担金、１目民生費府負担金１７０万

７，０００円の減までの負担金、使用料及び手数料、国庫支出金などの増減は事業確定な

どによるものでございます。 

 下段の２項府補助金、１目総務費府補助金２，４３３万８，０００円の増は、市町村振

興補助金の増でございます。 

 ２目民生費府補助金１１０万６，０００円の減から２２ページの中段、３項府委託金、

６目土木費府委託金３３万１，０００円までの減の増減は事業確定などによるものでござ

います。 

 次のページをお開きください。 

 １８款繰入金、２項基金繰入金１，３２３万４，０００円の減、財政調整基金繰入金の

減でございます。 

 ２０款諸収入、４項雑入３５３万円の増でございます。 

 次のページをお開きください。 

 ２１款村債、３目民生債３０万円の減から９目教育債３１０万円の減は事業確定などに

よる地方債の減でございます。 

 続きまして、３歳出でございます。 

 歳出の全般につきましては、事業確定などによるそれぞれの不用による減及び財源更正

の増減補正などでございます。主なものにつきまして御説明申し上げます。 

 ２８ページをお開きください。 

 １款議会費、１目議会費１２３万３，０００円の減、会議録作成委託料とアルバイト賃

金などの減でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費５９０万６，０００円の減は、３節職員

手当７９万９，０００円と４節共済費２９１万７，０００円の減などでございます。 

 次のページをお開きください。 

 中段、４目財産管理費５２２万４，０００円の減は、庁舎等維持管理経費４２５万８，
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０００円の減などでございます。 

 ５目財政管理費２億５，０４７万３，０００円の増は、財政調整基金等の積立金でござ

います。 

 ３２ページをお開きください。 

 ８目電子計算費４５６万１，０００円の減は、内部情報系経費の減などでございます。 

 ３６ページをお開きください。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費２，０８２万３，０００円の減は、

介護・訓練等給付事業費や臨時福祉給付金関係経費の減などでございます。 

 ４０ページをお開きください。 

 ３目老人医療助成費２９８万７，０００円の減から６目子ども医療助成費４６９万２，

０００円の減は、いずれも医療助成費などの各種補助事業の確定によります減でございま

す。 

 ９目介護保険費５８５万２，０００円の減、介護保険特別会計繰出金の減などでござい

ます。 

 次のページをお開きください。 

 ２項児童福祉費、２目児童措置費６９１万２，０００円の減は、児童手当支給費や保育

所運営費負担金などの減でございます。 

 続きまして、４４ページをお開きください。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費１，１０５万２，０００円の減、予防接種事

業経費や、次のページをお開きください。 

 母子保健事業経費などの確定による減でございます。 

 続きまして、４８ページをお開きください。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費１２７万８，０００円の減、農業総務

一般関係経費の減などでございます。 

 ５０ページをお開きください。 

 ６款商工費、１項商工費、３目観光費４４２万円の減、観光振興ビジョン策定委託料な

どの減でございます。 

 ５２ページをお開きください。 

 ７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持費６２９万６，０００円の減、小吹台地区

村内舗装工事などの減でございます。 

 ５４ページをお開きください。 

 ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費４４８万１，０００円の減、消防事務委託料
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の減でございます。 

 続きまして、５６ページをお開きください。 

 ５目災害対策費８６６万７，０００円の減、１８節備品購入費などの減でございます。 

 ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費１８７万３，０００円の減、４節共済

費などの減でございます。 

 ５８ページをお開きください。 

 ２項小学校費、１目学校管理費３７４万８，０００円の減、７節賃金などの減でござい

ます。 

 ６０ページをお開きください。 

 ３項中学校費、２目教育振興費２３２万３，０００円の減、教育振興経費などの減でご

ざいます。 

 ６４ページをお開きください。 

 ６項保健体育費、３目学校給食費２８９万８，０００円の減、学校給食センター改修工

事実施設計業務委託料などの減でございます。 

 以上、御説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 浅野議員。 

○浅野議員 ちょっと福祉の関係ですけれども、社会福祉の、これ３８ページ、内容は右

側で臨時福祉給付金、ちょっと大きいので１，０９４万円減となってますけれども、これ

の大きな要因は何でしょうか、教えていただけますか。 

○井上議長 和田課長。 

○和田健康福祉課長 臨時福祉給付金でございますけども、基本的には対象者数が予算よ

りも少なかったということで、対象者数の減による減ということでございます。 

 以上でございます。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 対象者数の減であれば、当初何人ぐらいあったのが何倍減ったかなという、

ちょっと教えてもらえません。 

 それとあわせまして、その次のページ、子ども医療費とかひとり親とかいろいろあるん

ですけど、やはり子育て一番大事なんで、今までにそういう形で子どもの、これも不用に

よる減だと思いますけれど、今まで何人対象でどのぐらい減ったのか、この辺の関係も教

えていただけませんか。 
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 時間がかかるようでしたら、また後で教えてください。結構です。 

○和田健康福祉課長 ちょっと資料さがします。 

○井上議長 そしたら、資料後ほど。 

○浅野議員 はい、後で結構です。 

○井上議長 それでいいですか。 

○浅野議員 はい。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３３号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第３３号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第３３号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり承認することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第９、議案第３４号専決処分〔平成２６年度千早赤阪村国民健康保

険特別会計補正予算（最終）〕の承認を求めることについてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第３４号は、平成２７年３月３１日付で専決処分いたしました平成２６
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年度千早赤阪村国民健康保険特別会計補正予算（最終）について、議会の承認を求めるも

のでございます。 

 事業勘定においては、歳入歳出それぞれ１，０５１万２，０００円を減額いたしまし

て、予算総額を９億１，９６６万７，０００円といたしたものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、医療給付費等負担金及び財政調整交付金など国庫支出

金、退職被保険者等に係る療養給付費等交付金、府支出金、基金繰入金ほか特定財源の確

定に伴います増減の補正でございます。 

 歳出につきましては、総務費、一般被保険者に係る保険給付費、保健事業費などの不用

額の減並びに財源更正でございます。 

 直営診療所施設勘定につきましては、歳入歳出それぞれ４６万円を増額いたしまして、

予算総額を１，１７１万６，０００円といたしたものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、一般会計繰入金及び事業勘定繰入金などの確定に伴い

ます増額補正でございます。 

 歳出につきましては、一般管理費の負担金補助及び交付金の増でございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を池西住民課長。 

○池西住民課長 それでは、議案第３４号専決処分の承認を求めることについて、平成２

６年度千早赤阪村国民健康保険特別会計補正予算（最終）を御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算事項別明細書により御説明申し上げます。 

 まず、事業勘定分でございます。歳入では、国庫支出金や療養給付費等交付金などの確

定に伴う増減です。 

 歳出は、経費の不用による減と財源更正が主な内容で、最終的な数計整理を行いまし

た。 

 次に、直営施設勘定でございますが、一般会計繰入金などの確定に伴う増額で、最終的

な数計整理を行いました。 

 １０ページをお願いします。 

 事業勘定、２歳入でございます。 

 ４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、３目特定健康診査等負担

金、補正総額は１，３３５万３，０００円の減で、それぞれ負担金の確定に伴う減でござ

います。 

 ４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目財政調整交付金、補正額は５２２万８，０００
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円の増で、補助金の確定に伴う増でございます。 

 ５款療養給付費等交付金、１項療養給付費等交付金、１目療養給付費等交付金、補正額

は１，３３８万５，０００円の減で、交付金の確定に伴う減でございます。 

 ６款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付金、１目前期高齢者交付金、補正額は１，

２４０万６，０００円の増で、交付金の確定に伴う増でございます。 

 ７款府支出金、１項府負担金、２目特定健康診査等負担金、補正額は６万４，０００円

の減で、負担金の確定に伴う減でございます。 

 ７款府支出金、２項府補助金、１目財政調整交付金、２目事業助成補助金、補正額は４

１５万５，０００円の増で、それぞれ補助金の確定に伴う増減でございます。 

 次のページをお願いします。 

 １０款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、補正額は８万３，０００円

の減で、財政調整基金の利息の減でございます。 

 １１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額は１０２万５，０００

円の増で、１節保険基盤安定繰入金から４節財政安定化支援事業繰入金の確定に伴う増減

でございます。 

 １１款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、補正額は１，２４０万６，

０００円の減で、歳入歳出額の確定に伴う減でございます。 

 １３款諸収入、３項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、補正額５９６万５，０００

円の増で、納付金の確定に伴う増でございます。 

 次のページをお願いします。 

 ３歳出でございます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の７節賃金から１３節委託料までの補正

総額は９３万４，０００円の減で、財源更正と電算システム変更委託料の減などでござい

ます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費から５目審査支払手数料

までの補正総額は４９２万６，０００円の減で、財源更正と一般被保険者療養給付費等の

不用による減でございます。 

 ２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費から４目退職被保険者

等高額介護合算療養費までの補正総額は２０２万７，０００円の減で、財源更正と一般被

保険者高額療養費等の不用による減でございます。 

 次のページをお願いします。 

 ２款保険給付費、４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、補正額は８４万円の減で、
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財源更正と出産育児一時金の不用による減でございます。 

 ２款保険給付費、５項葬祭諸費、１目葬祭費、補正額は４５万円の減で、財源更正と葬

祭費の不用による減でございます。 

 ２款保険給付費、６項精神・結核医療給付金、１目精神・結核医療給付金、補正額は２

５万８，０００円の減で、精神・結核医療給付金の不用による減でございます。 

 ３款後期高齢者支援金、１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金は財源更正で

ございます。 

 ６款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付金、財源更正でございます。 

 次のページをお願いします。 

 ８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、７節賃金か

ら１３節委託料までの補正総額は７６万５，０００円の減で、財源更正とアルバイト賃金

などの減でございます。 

 ８款保健事業費、２項保健事業費、１目保健衛生普及費、補正額は９万４，０００円の

減で、３目健康家庭表彰費、補正額は１３万５，０００円の減で、いずれも財源更正と不

用による減でございます。 

 ９款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、補正額は８万３，０００

円の減で、財源更正と預金利子の積立金の減でございます。 

 １０款諸支出金、３項繰出金、１目施設勘定繰出金は、財源更正でございます。 

 続きまして、直営診療施設勘定でございます。 

 ２４ページをお願いします。 

 ２歳入でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額２９万４，０００円の増

で、一般会計繰入金でございます。 

 ４款繰入金、２項事業勘定繰入金、１目事業勘定繰入金、補正額１６万６，０００円の

増で、事業勘定繰入金でございます。 

 歳入はいずれも確定に伴う増でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ３歳出でございます。 

 １款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費、１９節負担金補助及び交付金、補正額

４６万円は繰入金の確定に伴う増でございます。 

 以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いい

たします。 
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○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３４号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第３４号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第３４号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり承認することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１０、議案第３５号専決処分〔平成２６年度千早赤阪村介護保険

特別会計補正予算（最終）〕の承認を求めることについてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第３５号は、平成２７年３月３１日付で専決処分いたしました平成２６

年度千早赤阪村介護保険特別会計補正予算（最終）について、議会の承認を求めるもので

ございます。 

 本議案は、３月定例議会以降確定した財源や経費について、議会を招集する時間的余裕

がないことから補正させていただいたものでございます。 

 歳入歳出それぞれ１，９４５万４，０００円を減額いたしまして、予算総額を６億４，

０１３万８，０００円といたしたものでございます。 
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 歳入の主なものにつきましては、国庫支出金、支払基金交付金、府支出金の特定財源の

確定に伴います減額の補正でございます。 

 歳出につきましては、総務費、保険給付費など不用額の減額並びに財源更正をいたした

ものでございます。 

 内容につきましては担当課長より説明をいたしますので、よろしく御審議の上、御承認

賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を和田健康福祉課長。 

○和田健康福祉課長 それでは、議案第３５号専決処分の承認を求めることについて、平

成２６年度介護保険特別会計補正予算（最終）の御説明を申し上げます。 

 ８ページをお開きください。 

 歳入歳出予算事項別明細書の２歳入でございます。 

 歳入全般につきましては、保険給付費など確定したものや決算見込みによる増減補正で

ございます。主なものにつきまして御説明申し上げます。 

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料１５８万９，０００円の増で

ございます。 

 ２款分担金及び負担金、１項負担金、２目地域支援事業費負担金２３万８，０００円の

減でございます。 

 ３款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料２，０００円の増でございます。 

 ４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金１５万１，０００円の増で、

国庫負担金の交付決定によるものでございます。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金１５万４，０００円の減で、調整交付金の交付決定に

よるものでございます。 

 ２目地域支援事業交付金（介護予防事業）２万１，０００円の減、３目地域支援事業交

付金（包括的支援事業・任意事業）７万２，０００円の減、４目事務費補助金６万７，０

００円の減で、事業確定によるものでございます。 

 ５款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金８９８万１，０００

円の減、次ページをお開きください。 

 ２目地域支援事業支援交付金２万５，０００円の減、いずれも交付決定によるものでご

ざいます。 

 ６款府支出金、１項府負担金、１目介護給付費府負担金６２万１，０００円の増でござ

います。交付決定によるものでございます。 

 ３項府補助金、１目地域支援事業交付金（介護予防事業）１万１，０００円の減、２目
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地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）３万６，０００円の減、３目事業費補

助金４１万５，０００円の減で、事業費の減でございます。 

 ７款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金２万６，０００円の増でござい

ます。 

 ８款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金３３０万８，０００円の減、

２目地域支援事業交付金（介護予防事業）２万円の減、３目地域支援事業（包括的支援事

業・任意事業）１０万４，０００円の減で、保険給付費や事業費確定によるものでござい

ます。 

 ４目その他一般会計繰入金１２４万４，０００円の減で、要介護認定事務費などによる

ものでございます。 

 ２項基金繰入金、２目介護給付費準備基金繰入金７２３万４，０００円の減で、保険給

付費の確定によるものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金８万７，０００円の増でございます。 

 次のページをお開きください。 

 ３歳出でございます。 

 歳出全般につきましては、事業費等が確定したことによります不用額の減額や財源更正

による増減補正でございます。主なものにつきまして御説明申し上げます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費６６万９，０００円の減、２目連合会負

担金１万６，０００円の減で、不用による減でございます。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費６万７，０００円の減で、不用による減でございます。 

 ３項介護認定審査会費、１目認定調査等費２７万３，０００円の減で、不用によるもの

でございます。 

 ２目認定審査会共同設置負担金２３万２，０００円の減で、審査会委員の欠席の委員報

酬等の減などでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ５項計画策定委員会費、１目計画策定委員会費３５万４，０００円の減で、昨年度策定

いたしました高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の委員報酬等の減でございます。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費で、１目居宅介護サービス給付費から９目居

宅介護サービス計画給付費、合計１，２６５万１，０００円の減で、財源更正及び不用に

よる減でございます。 

 ２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費から次のページをお開きく
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ださい。 

 ７目介護予防サービス計画給付費、合計２４８万８，０００円の減で、不用による減で

ございます。 

 ３項その他諸費、１目審査支払手数料２２万１，０００円の減で、不用による減でござ

います。 

 続きまして、最下段、６項特定入所者介護サービス等費１５１万５，０００円の減で、

不用による減でございます。 

 次のページをお開きください。 

 ４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目二次予防事業費１７万９，０００円の

減、２目一次予防事業費６，０００円の減で、不用による減でございます。 

 ２項包括的支援事業・任意事業費、１目地域包括支援センター事業費１０万４，０００

円の減、６目任意事業費６２万４，０００円の減で、不用による減でございます。 

 ５款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金２万６，０００円の

増で、預金利息を基金積立金に積み立てるものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金８万１，

０００円の減でございます。 

 以上で御説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 関口議員。 

○関口議員 平成２７年度より第６期で介護保険料が非常に上がりまして、いろんな高齢

者への負担がふえるということで本当に心配されているんですが、この今回の専決処分で

介護給付費の準備基金からの繰入金７２３万４，０００円などもとへ戻してるわけです

が、介護給付費の準備基金の残高、見込みでどれぐらいになるのかお尋ねします。 

○井上議長 和田課長。 

○和田健康福祉課長 済いません、たびたび申しわけありません。 

 ちょっと資料今持ってないので、また報告させていただいてよろしいでしょうか。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 もうこの介護給付費の準備基金っていうのは、給付費が非常に上がっていっ

たときのためにためてるものだと思うんですけれども、今回第６期の保険料算定するとき

に、国保のように一般会計からの繰り入れはできないというような回答だったんですけれ

ども、今回のこの介護給付費の準備基金などを活用して、できるだけ負担を抑えていただ
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きたいという思いで質問させていただいたんですけれども、この残高についてはまた後ほ

ど教えていただきますようにお願いします。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３５号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第３５号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第３５号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり承認することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１１、議案第３６号専決処分〔平成２６年度千早赤阪村後期高齢

者医療特別会計補正予算（最終）〕の承認を求めることについてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第３６号は、平成２７年３月３１日付で専決処分いたしました平成２６

年度千早赤阪村後期高齢者医療特別会計補正予算（最終）について、議会の承認を求める

ものでございます。 

 歳入歳出それぞれ２２１万５，０００円を減額いたしまして、予算総額を８，８３８万

５，０００円といたしたものでございます。 
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 歳入につきましては、保険料、一般会計繰入金などの減額でございます。 

 歳出につきましては、総務費、広域連合納付金など経費の不用による減額でございま

す。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を池西住民課長。 

○池西住民課長 それでは、議案第３６号専決処分の承認を求めることについて、平成２

６年度千早赤阪村後期高齢者医療特別会計補正予算（最終）を御説明申し上げます。 

 本補正は、総務費の経費の不用や広域連合納付金の確定による減額と後期高齢者医療保

険料及び一般会計繰入金などの確定による最終的な数計整理を行いました。 

 歳入歳出事項別明細書の歳入より御説明申し上げます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ２歳入でございます。 

 １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目後期高齢者医療保険料、

補正額２７万５，０００円の減で、主に現年度分保険料でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料、補正額２万６，０００円の減で

ございます。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金、補正額２０万２，０００円の

減、２目保険基盤安定繰入金１４５万６，０００円の減、合計１６５万８，０００円の減

でございます。 

 ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額２６万６，０００円の減で、前年度の繰

越金でございます。 

 ５款諸収入、４項雑入、１目雑入、補正額１万円の増でございます。 

 次のページをお願いします。 

 ３歳出でございます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、９節旅費３，０００円の減、１１節需

用費６万５，０００円の減、１２節役務費５万９，０００円の減、今回補正総額１２万

７，０００円の減は不用による減でございます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高

齢者医療広域連合納付金、補正額１８２万３，０００円の減で、保険料、延滞金、保険基

盤安定納付金でございます。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金１７万４，０００円の減
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でございます。 

 ４款予備費、１項予備費、１目予備費、補正額９万１，０００円の減は不用による減で

ございます。 

 以上、説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３６号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第３６号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第３６号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり承認することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１２、議案第３７号専決処分〔平成２６年度千早赤阪村下水道事

業特別会計補正予算（最終）〕の承認を求めることについてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第３７号は、平成２７年３月３１日付で専決処分いたしました平成２６

年度千早赤阪村下水道事業特別会計補正予算（最終）について、議会の承認を求めるもの

でございます。 
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 本議案は、歳入歳出それぞれ１，９６４万１，０００円を減額いたしまして、予算総額

を２億１，５９３万８，０００円といたしたものでございます。 

 主な内容でございますが、歳入では国庫支出金を６１０万円、一般会計繰入金を１，０

１０万１，０００円、下水道事業債を２７０万円減額するものでございます。 

 歳出では、下水道総務費、下水道建設費、公共下水道管理費、公債費の減額が主なもの

でございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御承認いただ

きますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を赤阪施設整備課長。 

○赤阪施設整備課長 議案第３７号専決処分の承認を求めることについて、平成２６年度

千早赤阪村下水道会計補正予算（最終）につきまして御説明申し上げます。 

 １０ページをお開きください。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入でございます。全般にわたりまして、確定に伴う

増減でございます。 

 １款分担金及び負担金、１項分担金、１目分担金２，０００円の減でございます。 

 続きまして、２項負担金、１目受益者負担金４４万１，０００円の増でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料１４６万７，０００円の減でご

ざいます。有収水量の減によるものでございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道費国庫補助金６１０万円の減でございま

す。補助金確定によるものでございます。 

 ４款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金１，０１０万１，０００円の減でござい

ます。 

 ５款諸収入、１項村預金利子、１目村預金利子１，０００円の減でございます。 

 ５款諸収入、２項雑入、１目雑入２８万９，０００円の増でございます。流域下水道負

担金精算金に伴う返還金でございます。 

 次ページをお願いします。 

 ６款村債、１項村債、１目下水道債２７０万円の減でございます。 

 なお、地方債の補正につきましては、４ページ目から５ページ目の第２表地方債補正に

記載いたしております。 

 続きまして、１４ページの歳出でございます。 

 １款下水道費、１項下水道総務費、１目一般管理費１１１万６，０００円の減でござい

ます。職員人件費などの減によるものでございます。 
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 ２項下水道建設費、１目下水道建設費１，３４７万７，０００円の減でございます。国

庫補助金の確定に伴います事業量の減と水道事業への支障物件補償の減などによるもので

ございます。 

 ２目流域下水道建設費２０３万３，０００円の減でございます。流域下水道建設費負担

金の減によるものでございます。 

 ３項下水道管理費、１目公共下水道管理費８７万５，０００円の減でございます。修繕

費等の減によるものでございます。 

 ２目流域下水道管理費１１４万１，０００円の減でございます。流域下水道負担金の減

によるものでございます。 

 ２款公債費、１項公債費、２目利子８５万１，０００円、下水道事業債償還利子の減に

よるものでございます。 

 ３目一時借入金１４万８，０００円の減で、不用による減でございます。 

 以上、簡単ですが説明とさせていただきます。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３７号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第３７号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第３７号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり承認することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 
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○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 ここで休憩を行います。 

 １１時４０分から再開いたします。 

            午前１１時２８分 休憩 

            午前１１時４０分 再開 

○井上議長 休憩前に引き続き再開いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１３、議案第３８号千早赤阪村まち・ひと・しごと創生有識者会

議設置条例制定についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第３８号は、千早赤阪村まち・ひと・しごと創生有識者会議設置条例に

ついてでございます。 

 本議案は、千早赤阪村人口ビジョン及び総合戦略の策定並びに効果検証に際して、その

妥当性、客観性を担保するに当たり、外部有識者等の参画による千早赤阪村まち・ひと・

しごと創生有識者会議を設置するため条例制定を行うものでございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

 田中議員。 

○田中議員 １つだけ。 

 何人で構成されるんでしょうか。委員長及び委員をもって組織すると書いてあるけど、

これ若干名ですか。 

○井上議長 森田課長。 

○森田まちづくり課長 委員については、現行条例が議決いただいて可決いただいてから

ということで進めてまいりたいと考えておりますけれども、昨年度の補正予算では１６名

の委員さんということで想定をさせていただいておりますけれども、今のところ１０名程

度の委員さんでお願いしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 
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 議案第３８号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により文教建設常任委員

会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１４、議案第３９号一般職の職員の給与に関する条例の改正につ

いてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第３９号は、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてでご

ざいます。 

 本議案は、大阪府や大阪広域水道企業団からの派遣職員の給料額について、派遣元との

均衡を考慮して村長が給料額を決定できるよう条例改正するものでございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ないようですので、これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第３９号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により総務民生常任委員

会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１５、議案第４０号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算

（第１号）についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第４０号は、平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第１号）につ

いてでございます。 

 本議案は、歳入歳出それぞれ３，３４６万４，０００円を追加いたしまして、予算総額

を３０億２，６５６万２，０００円とするものでございます。 

 主な内容でございますが、人件費につきましては４月１日付の人事異動に伴う組みかえ

や非常勤職員経費、消防団員の退職に伴います費用、桐山地区のおんだ水路に係る設計委

託料などの増額でございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 
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○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ないようですので、これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第４０号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により総務民生常任委員

会並びに文教建設常任委員会にそれぞれ所管の項目を分割付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１６、議案第４１号平成２７年度千早赤阪村下水道事業特別会計

補正予算（第１号）についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第４１号は、平成２７年度千早赤阪村下水道事業特別会計補正予算（第

１号）についてでございます。 

 本議案は、歳入歳出それぞれ５２３万４，０００円を減額補正いたしまして、予算総額

を２億４，６９０万８，０００円とするものでございます。 

 主な内容でございますが、歳入では一般会計繰入金５２３万４，０００円を減額するも

のでございます。 

 歳出では、下水道総務費などの職員人件費５２３万４，０００円を減額するものでござ

います。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ないようですので、これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第４１号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により文教建設常任委員

会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１７、議案第４２号平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予

算（第１号）についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第４２号は、平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予算（第１号）

についてでございます。 
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 収益的支出につきましては、営業費用について５３８万６，０００円を減額補正するも

のでございます。 

 また、資本的支出につきましては、建設改良費を１１１万８，０００円の減額補正する

ものでございます。 

 内容といたしましては、４月１日付の人事異動に伴う人件費の減額でございます。 

 よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げ、提案の理由並びに説明とい

たします。 

○井上議長 これより本案に対する総括質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ないようですので、これにて本案に対する総括質疑を終結いたします。 

 議案第４２号につきましては、会議規則第３８条第１項の規定により文教建設常任委員

会に付託いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１８、議案第４３号工事請負契約（千早赤阪村立学校給食センタ

ー改修工事）の締結についてを議題といたします。 

 議案提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第４３号は、千早赤阪村立学校給食センター改修工事を実施するに当た

り、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により、５，０００万円以上の工事の請負について議会の

議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を中野総務課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 それでは、議案第４３号工事請負契約の締結について御説

明いたします。 

 契約の目的は、千早赤阪村立学校給食センター改修工事でございます。 

 契約の方法は、事後審査型条件つき一般競争入札による契約で、この一般競争入札につ

きましては、４月２２日に一般競争入札の公告、５月１８日正午に締め切りを行いまし

て、１業者から入札参加がございました。翌日の１９日に開札を実施し、審査後落札候補

者を決定し、２５日に仮契約を締結をいたしました。 

 契約金額は、６，９６６万円。 
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 契約の相手方は、大阪府南河内郡千早赤阪村大字東阪１７９、千福建設株式会社、代表

取締役千福啓治でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 関口議員。 

○関口議員 もちろんこれ工事は夏休み期間中になるかと思いますが、具体的な日程を教

えてください。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 工事につきましては、工期は平成２７年８月２３日までということにな

っておりますので、夏休み中に終える予定です。 

 以上です。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４３号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第４３号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第４３号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第４３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○井上議長 議事日程第１９、議案第４４号工事請負契約（千早赤阪村立小学校及びこご

せ幼稚園空調機設置工事）の締結についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第４４号は、千早赤阪村立小学校及びこごせ幼稚園空調機設置工事を実

施するに当たり、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、５，０００万円以上の工事の請負に

ついて議会の議決を求めるものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を中野総務課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 それでは、議案第４４号工事請負契約の締結について御説

明申し上げます。 

 契約の目的は、千早赤阪村立小学校及びこごせ幼稚園空調機設置工事でございます。 

 契約の方法は、事後審査型条件つき一般競争入札による契約で、この一般競争入札につ

きましては、４月２２日に一般競争入札の公告、５月１８日正午に締め切りし、４業者か

ら入札参加がございました。翌日の１９日に開札を実施し、落札者を決定後、２５日に仮

契約を締結しました。 

 契約金額は、５，５２９万６，０００円。 

 契約の相手方は、大阪市北区南森町２丁目４番３２号、柳生設備株式会社、代表取締役

福地文雄でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 田中議員。 

○田中議員 単純な聞き方になるんですが、赤小で何台か、小吹台小で何台か、幼稚園で

何台か、合計何台でしょうか。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 赤阪小学校で９台、こごせ幼稚園で２台、千早小吹台小学校で１０台の

予定となっております。 

○井上議長 田中議員。 

○田中議員 そうすると、幼・小・中でもう全部全教室がクーラーが入るということの解

釈でいいでしょうか。 
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○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 一応今回は普通教室と支援学級も含めて普通教室、それと特別教室、そ

れと幼稚園ですと保育室ということで２室、１室はもう既にありますので、保育室、３歳

児に加えて４歳児、５歳児の部屋もするということで、基本的に普通教室でございまし

て、例えば特別教室のほうは一部ちょっと残るというふうになります。 

 以上でございます。 

○井上議長 田中議員。 

○田中議員 なら、まだクーラーがない部屋が出てくるということですか。 

 はい、わかりました。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

 浅野議員。 

○浅野議員 これ、工期はどうなるんですか。いつからいつまでなんでしょうか。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 工期につきましては、本日議決いただきましたら、あすから１０月２０

日までとなっております。 

 ただ、この１０月２０日までですけれども、学校の授業とかに差し支えないように、夏

休み中にそういう部分については終わっていただいて、あと受電設備とかの附帯工事が２

学期に入るということになっております。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４４号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第４４号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第４４号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 
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            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第４４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２０、議案第４５号動産（小型水槽付消防ポンプ自動車）の取得

についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第４５号は、小型水槽付消防ポンプ自動車（ＣＤ‐Ⅰ型）の購入に伴

い、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定により、７００万円以上の動産の取得について議会の議決

を求めるものでございます。 

 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を中野総務課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 それでは、議案第４５号動産の取得につきまして御説明を

申し上げます。 

 取得する動産は、小型水槽付消防ポンプ自動車（ＣＤ‐Ⅰ型）１台でございます。 

 契約の方法は、指名競争入札による契約でございます。この指名競争入札につきまして

は、４月２０日に９業者を指名し、５月１１日に入札を実施しました。同日開札の結果、

落札候補者について審査を行い、１８日付で仮契約を締結しました。 

 取得金額は、３，８６６万４，０００円。 

 取得の相手方は、大阪市住吉区万代東１丁目５番２２号、小川ポンプ工業株式会社、代

表取締役小河元でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 浅野議員。 

○浅野議員 これ、小型水槽付消防ポンプ、これは分署に置くわけですか。どこに置くん

ですかね。 
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○井上議長 中野課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 今現在分署にありますポンプ車の更新入れかえでございま

す。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４５号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第４５号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第４５号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第４５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第２１、議案第４６号動産（千早赤阪村立小・中学校通学バス）の

取得についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第４６号は、千早赤阪村立小・中学校通学バスの購入に伴い、地方自治

法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条の規定により、７００万円以上の動産の取得について議会の議決を求めるもの

でございます。 
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 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を中野総務課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 それでは、議案第４６号動産の取得につきまして御説明申

し上げます。 

 取得する動産は、千早赤阪村立小・中学校の通学バス４台でございます。 

 契約の方法は、指名競争入札による契約でございます。この指名競争入札につきまして

は、４月２０日に４業者を指名し、５月１１日に入札を実施しました。同日開札の結果、

落札候補者につきまして審査を行い、１８日付で仮契約を締結をしました。 

 取得金額は、２，４４６万２，０００円。 

 取得の相手方は、大阪府富田林市中野町東１丁目７番９号、富田林市自動車協同組合、

代表理事西田友胤でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 関口議員。 

○関口議員 何点かお尋ねします。 

 これまでリースでやってたんですけれども、今度から購入されるということですが、そ

れの購入した理由、効果額があるかと思いますが、そのことを１つお尋ねします。 

 もう一つは、千早小吹台小学校が２台と中学校が１台、赤阪小学校が１台の４台という

ことですが、赤阪小については多聞地域からの子どもたちを送迎のためですけれども、そ

の多聞からの子どもたちは何人送迎なのかお尋ねします。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 今回購入にするについて、リースとの比較ですけれども、今までのリー

ス料とそれと今回購入するに当たっての金額を比較しましたら、大体通常５年リースを今

までやってたんですけども、ただそれに加えて６年目、７年目と追加でリースしておりま

した。 

 それで、今回の予定価格と比較しますと、６年から７年リースするのと購入するのとで

は、もう購入するほうが経済的であると、安くついてくるということですので、購入とい

うふうにさせていただきました。 

 それから、赤阪小学校のバスに乗ってる児童ですけれども、今現在旧の多聞小学校区か

らは４名でございます。 

 ただ、例えば学校行事でありますとか６月からのＢ＆Ｇの海洋センターでのプールの授
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業とかありますので、そちらへ使わせていただくことで、ちょっとこういう大きい車にな

ってるということでございます。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 今回購入したことによって、６年以上は使わないとその効果が出てこないと

いうことですよね。 

 それで、今後もそういうことで継続６年以上はこのバスによって運行されないと効果が

あらわれないということかと思います。それでいいのかどうか。 

 それから、多聞から４名でマイクロっていうのはどうかなという意見もあるんですけれ

ども、これは行政の都合で多聞小学校を廃校にした以上は、行政として子どもたちを送迎

するという責任がありますので、これは村の責任で多聞地区の子どもたちを送迎するとい

うことに徹していただきたいと思うんですけれども、ただそれもったいないん違うかとい

う意見もある中で、どういうふうに効果的に使うか。海洋センターに行ったり、学校行事

として近隣の施設を回るときにこの車が必要だというのも重々わかっております。 

 そのためには、千早小吹台２台、中学校１台というふうに限定したほうがいいのか、教

育委員会として３台を回し合って使うということなんかは困難やったんか、その辺は検討

されたのかどうかをお尋ねします。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 リースと購入の比較については、先ほど申しましたように６年から７年

目になれば間違いなく購入のほうが経済的であるということでさせていただきました。 

 それと、多聞小学校の人数少ないということですけれども、赤阪小学校へ来る多聞小学

校区の子どもたち、もちろん行政としてはその子たちを送迎する責任があるということ

と。 

 それと、３台で無理なのかということですけども、どうしても通学の時間帯が重なって

しまいますので、そういうことではちょっと難しいというふうに考えております。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 多聞地域の子どもたちを教育委員会として責任を持って送迎するという立場

に立つのであれば、通学バスのマイクロバスを４台を保有することは、それはそれでいい

と思うんですね。 

 その送迎のときに、マイクロでせんでも普通のワゴン車等でやるというようなことを検

討したほうが、大きな車で向こうまで行くというよりは、各小・中学校のバスとしてはあ

るけれども、送迎用をマイクロで別にせんでもいいんちゃうかなと。保有台数としては４

台必要やと思うんですけど、その辺はどうなんでしょうかね。 
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○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 我々基本的にはマイクロバスやと思ってますけれども、例えば村のいろ

んな行事とかそういうことでほかでマイクロバスをちょっと使うとかなれば、そういう多

聞小学校区の子どもたちは人数少ないんで、きょうはワゴン車でちょっと辛抱してくださ

いというようなやり方も確かにあるかとは思いますけれども、現在基本的にはバスでやり

たいというふうに考えております。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 基本的に村で、教育委員会の責任で送迎していただくということと、それか

ら学校行事でマイクロバスが必要ということで４台保有するというのは、私もそれはそれ

で大事なことやと思います。 

 ただ、今後多聞地域の子どもたちの増減によってはもう少し柔軟に考えていただいて、

朝運転手さんも来てもらってマイクロを運転するというのがどうなのかということを検討

していただきたいなということをお願いしときます。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

 田中議員。 

○田中議員 １台で４人と、それはわかりましたけど、僕相談があったんですけど、中学

生を乗せてほしいというような要望が昨年ですけどありましたんですが、どういう行き違

いでできないんか、ちょっと教えてください。 

○井上議長 ちょっと、誰。 

○田中議員 北浦さんが答え。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 現実的な問題としまして、中学校の通学時間、下校時間と小学校の運行

の時間とちょっと合わないということで、今はそういう事が出来ないという状態になって

おります。 

○井上議長 田中議員。 

○田中議員 ちょっともう一つ、最後に北浦課長に聞きたいんですけど、小学校はバス代

が無料、中学校は有料、どうしてですか。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 小学校につきましては、先ほどの質問でもありましたように、行政の都

合で統合して、それによって通学距離が長くなるから料金いただいてないと。 

 それと、中学校のほうにつきましては、従前から通学バスの運行前につきましては御本

人から出していただいておった、個別に通学されておったということで料金をいただいて



- 46 - 

おるということでございます。 

○井上議長 田中議員。 

○田中議員 以前のその締結はわかりますけど、もうそろそろ全戸無料はできないんです

か。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 通学バスだけの問題じゃなしに、例えば千早地区からとか上東阪とか、

バスに乗ってきたり、あるいは自転車通学の生徒もおりますので、そういうのは当然費用

負担も発生しておりますので、そこら辺の公平性から考えますと、幾らかの負担はいただ

きたいということでございます。 

○井上議長 田中議員。 

○田中議員 ちょっと長くなって済いません。 

 先日も事故があったんですけど、小吹台の子が中学行くときに衝突事故が１カ月前です

かあったんですけど、去年もあったんですけど、そういう中で、有料だから自転車に乗っ

てるという方もおられると思うんですよ。無料だったら、農協前から出るバスに男性も乗

ってくれると思うんですけど、そら確かに健康面もあるかと思いますけど、無料になれば

父兄も相当考えられると思いますけど、その辺はもう英断はできんのですか。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 現在、以前はこのバスも定期券で１カ月幾らというふうにいただいてた

んですけど、現在は回数券で１回幾らというふうに出していただいとって、当然そのバス

については男性、女性かかわりなく乗っていただいていいというふうにしております。 

 だから、その有料だから自転車に乗るということですけれども、もちろん自転車でも先

ほど言いましたように費用負担がございますので、そこら辺も考えていただいて、バスに

乗っていただくことは幾ら乗っていただいても構わないということでございますので、よ

ろしくお願いします。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 今の動産の取得なんですけども、これは過疎債の適用の対象になってるんで

すか。 

○井上議長 菊井課長。 

○菊井人事財政課長 この通学バスの購入につきましては、過疎債の対象ということにな

っております。 

 以上です。 

○井上議長 浅野議員。 
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○浅野議員 リースから今度固定資産になるんですけれど、リースの場合は多分車に保険

とかいろいろ全部含まれてると思うんです。 

 固定資産という形でなれば、今度保険の契約が必要じゃないかと思うんですけども、そ

の辺はどうなんですか。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 運行については委託しますので、その運行会社で入っていただくことに

なっております。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４６号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第４６号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第４６号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第４６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて本日の会議を閉じ、散会いたします。 

 どうも皆さん長時間御苦労さまでした。 

            午後０時１５分 散会 
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            午前９時５９分 開会 

○井上議長 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は６名でございます。定足数に達しておりますので、平成２７年第

２回千早赤阪村議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 日程第１、議案第３８号から日程第５、議案第４２号までの５議案につきま

しては、６月９日の本会議において総務民生、文教建設所管の常任委員会に付託しており

ます。 

 まず、総務民生常任委員長より委員会の審査の経過及び結果について順次報告をいただ

き、委員長報告に対する質疑を行います。引き続き文教建設常任委員長より委員会の審査

の経過及び結果について順次報告をいただき、委員長報告に対する質疑を行い、１議案ご

とに討論、採決を行います。 

 それでは、日程第１、議案第３８号千早赤阪村まち・ひと・しごと創生有識者会議設置

条例制定についてから日程第５、議案第４２号平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正

予算（第１号）についての５議案を一括議題といたします。 

 まず、議案第３９号一般職の職員の給与に関する条例の改正について、議案第４０号平

成２７年度一般会計補正予算（第１号）の総務民生所管分についての議案２議案について

総務民生常任委員長の報告を求めます。 

 関口委員長。 

○関口総務民生常任委員長 それでは、総務民生常任委員会報告をいたします。 

 去る６月９日の本会議において付託を受けました議案２件の審査を行うため、６月１１

日午前１０時から、村長ほか関係職員の出席を求め、委員５名全員出席のもとに開催いた

しました。 

 初めに、議案第３９号一般職の職員の給与に関する条例の改正について審査の結果を報

告いたします。 

 審議においては、府から来られる職員と地域手当分の差があるということだが、村の地

域手当を上げることはできないのかとの問いに対し、国家公務員との均衡を保つ観点か

ら、村だけ上げることは難しい。 

 次に、都市と地方との格差が出ている中、府職員との格差を縮める方法や若い職員がや

る気を起こすようなことを考えてもよいのではないかとの問いに、地域手当については、

現在のところ国基準でしかやりようがない。職員のやる気が出るような方策については、
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給料面だけではなく、いろいろな面で今後考えていきたい。 

 大阪府や水道企業団から何名来られているのかとの問いに、一般職の職員は大阪府から

２名、水道企業団から２名派遣されている。 

 また、理事と村の課長職と比較して給与差はどうかとの問いに、地域手当は府が１１％

で村が４％であり、７％分村職員が低いとのことです。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第３９号については本会議において原案ど

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４０号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第１号）について審査

の結果を報告いたします。 

 保健センターにＡＥＤは何台設置しているのか、また使用したことがあるのかとの問い

に、保健センターには１台設置し、スタッフの訓練として使用したことがある。 

 人件費の総額は幾らふえて幾らになったのかとの問いに、８０人分で６億２，０２９万

６，０００円、２，６３６万７，０００円の増である。 

 また、保健センターのアルバイトは何名いるかとの問いに、非常勤職員を除くアルバイ

トは３名。 

 役場全体でアルバイトは何人かとの問いに、全体で事務補助のアルバイトは１４人であ

る。 

 役場全体でＡＥＤは何台設置しているのかとの問いがありました。役場全体、幼・小・

中学校を含めて１６台である。 

 係長の管理職手当は幾ら減額し、超過勤務手当は幾ら増額したのかとの問いに、管理職

手当は２８８万円減額し、超過勤務手当の係長要求分は２２２万６，０００円である。 

 次に、現在の消防団員の平均年齢と最高年齢は、また退職者は何名かとの問いに、退職

者は勤続年数が１１年、７年、１年の３名、団員の最高年齢は団員に限ると５８歳、また

団員８２名のうち、役員の団長以下４名を除く７８名の平均年齢は４６．６歳とのことで

した。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第４０号の総務民生所管分については本会

議において原案どおり可決すべきものと決しました。 

 なお、委員会審査における詳細な内容につきましては、後日委員会記録をごらんいただ

きたいと思います。 

 以上、委員長報告といたします。 

○井上議長 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 
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○井上議長 これにて質疑を終結いたします。 

 続きまして、議案第３８号千早赤阪村まち・ひと・しごと創生有識者会議設置条例制定

について、議案第４０号平成２７年度一般会計補正予算（第１号）の文教建設所管分につ

いて、議案第４１号平成２７年度下水道事業特別会計補正予算（第１号）について、議案

第４２号平成２７年度水道事業会計補正予算（第１号）についての４議案について文教建

設常任委員長の報告を求めます。 

 浅野委員長。 

○浅野文教建設常任委員長 文教建設常任委員会委員長報告。 

 文教建設常任委員会報告をいたします。 

 去る６月９日の本会議において付託を受けました議案４件の審査を行うため、６月１５

日午前１０時から、松本村長ほか関係職員の出席を求め、委員４名出席のもとに開催をい

たしました。 

 初めに、議案第３８号千早赤阪村まち・ひと・しごと創生有識者会議設置条例制定につ

いて審査の結果を報告いたします。 

 審議においては、第４次総合計画との関係はとの質問に対し、村の総合計画が基本とな

る。 

 また、安倍内閣の目玉の一つであるが、この会議の設置に対し、国からの交付金はどう

かとの問いに、２６年度の補正予算で先行型として示された。また、今後各事業を展開す

る中で配分額が示される。２６年度補正額として、地域住民生活等緊急支援地方創生交付

金先行型として３，２０２万４，０００円、地方消費喚起型生活支援として１，１３９万

円が示されている。 

 持続可能な人口を維持するために、まち・ひと・しごと創生有識者会議が有効か、また

任期は２年だが、将来的にはどう考えるかとの問いに、２年は一般的な任期であるが、い

ろいろと意見をいただくので、この戦略が終了するまで会議は続けていく。 

 委員は１０名程度と聞いているが、どのように選考していくのかとの問いに、産官学金

労言等を広くお願いするなど質問があり、一時的な人口増加策ではなく、村で子どもが産

みやすい、産んでいただける村の施策との意見がありました。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第３８号は本会議において原案どおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議案第４０号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第１号）について審査

の結果を報告いたします。 

 審議においては、給食センターのアルバイト賃金が削減されているが、この経過はとの
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質問に対し、給食センター栄養士の業務が増加しており、新たに管理栄養士を職員として

雇用し、アルバイトから嘱託職員に変更したとのこと。 

 農地費の５０万円の委託料の具体的な内容はとの質問に対し、２７年度府の補助事業と

して行う桐山地区のおんだ水路の改修工事設計委託料であるとのこと。 

 施行に当たっての工事費用はどうなるのかとの問いに、工事についてはおんだ水路が実

施主体となり、半額が府の補助金として採択されている。 

 以上、慎重審議の結果、全員異議なく、議案第４０号の文教建設所管分については本会

議において原案どおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４１号平成２７年度千早赤阪村下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて審査の結果を報告いたします。 

 審議においては、提案理由のとおり人事異動に伴う人件費の補正であり、慎重審議の結

果、全員異議なく、議案第４１号は本会議において原案どおり可決すべきものと決しまし

た。 

 次に、議案第４２号平成２７年度千早赤阪村水道事業会計補正予算（第１号）について

審査の結果を報告いたします。 

 審議においては、提案理由のとおり人事異動に伴う人件費の補正であり、慎重審議の結

果、全員異議なく、議案第４２号は本会議において原案どおり可決すべきものと決しまし

た。 

 なお、委員会審査における詳細な内容につきましては、後日委員会記録をごらんいただ

きたいと思います。 

 以上で委員長報告を終わります。 

○井上議長 これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第３８号千早赤阪村まち・ひと・しごと創生有識者会議設置条例制定につ

いてに対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３８号を採決いたします。 
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 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第３９号一般職の職員の給与に関する条例の改正についてに対する討論に

入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第３９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第４０号平成２７年度一般会計補正予算（第１号）についてに対する討論

に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第４０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第４１号平成２７年度下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてに

対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 
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○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第４１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第４２号平成２７年度水道事業会計補正予算（第１号）についてに対する

討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第４２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第６、議案第４７号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第

２号）についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第４７号は、平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算（第２号）につ

いてでございます。 

 本議案は、歳入歳出それぞれ１１１万３，０００円を追加いたしまして、予算総額を３

０億２，７６７万５，０００円とするものでございます。 

 主な内容でございますが、過疎地域自立促進計画に基づく史跡整備事業について、楠公

誕生地内の石碑に倒壊のおそれが判明したことから、必要となった整備工事の経費及び固

定資産評価審査委員会開催に伴う追加経費を補正予算措置するものです。 
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 内容につきましては担当より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を菊井人事財政課長。 

○菊井人事財政課長 それでは、議案第４７号平成２７年度千早赤阪村一般会計補正予算

（第２号）につきまして御説明申し上げます。 

 １ページ目をごらんください。 

 第１条につきましては歳入歳出予算の補正で、歳入歳出それぞれ１１１万３，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億２，７６７万５，０００円とす

るものでございます。 

 続きまして、第２条は地方債の補正でございます。 

 ４ページをお開きください。 

 地方債の額の変更でございます。 

 変更となる起債事業は史跡等整備事業で、起債限度額２００万円を１００万円増額し、

３００万円とさせていただくものでございます。 

 続きまして、１２ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳出から御説明申し上

げます。 

 １２ページをお開きください。 

 ２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費、補正額１１万３，０００円の増、財源は全

額一般財源で、固定資産評価審査委員会委員報酬でございます。 

 ９款教育費、５項社会教育費、３目文化財保護費、補正額１００万円の増、財源は全額

地方債で、下赤阪城跡等史跡整備事業工事でございます。 

 続きまして、１０ページをお開きください。 

 歳入でございます。 

 １８款繰入金、２項基金繰入金、３目財政調整基金繰入金、補正額１１万３，０００円

の増。 

 ２１款村債、１項村債、９目教育債、補正額１００万円の増、史跡等整備事業でござい

ます。 

 以上、御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 田中議員。 

○田中議員 今御説明がございました文化財の保護費なんですが、これは５月の楠公史跡

保存会のバスの研修会のときに、ちょうどある代議士が同乗されましたので、村長あるい
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は楠公史跡保存会会長さんがわざわざ現場までバスをおりて視察していただきました。 

 当然、僕は予算がこの方がおりるもんだろうと思って、その代議士にも期待し、村長に

も期待したわけですけど、１００万円がここに記載されてるというのは、おりてこなかっ

たんですか、国から。ちょっとその辺お願い申し上げます。 

○井上議長 松本村長。 

○松本村長 残念ながら、国の補助金はおりませんでした。 

 以上です。 

○井上議長 よろしいですか。 

○田中議員 了解。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 ２点お尋ねします。 

 固定資産の評価審査委員会のところで、審査の申し出があったというふうにおっしゃっ

たと思うんですけども、これは個別の固定資産について再審査を申し入れられたのかどう

かお尋ねしたいと思います。 

 それから、文化財保護費ですけれども、ここには上がってないんですけれども、水分神

社が非常に村としては大きな施設ではあるんですけれども、ここのトイレが非常に前近代

的で使いにくいとかという声も聞いておるんですけれども、こうしたものについての改修

なんかはここの項目で入らないのか。ちょっと関連してなんですけれども、この楠公史跡

保存会の分ではありませんけれども、関連してお尋ねします。 

○井上議長 菊井課長。 

○菊井人事財政課長 まず１点目の固定資産審査委員会の申し出の件でございますが、固

定資産税につきましては納付書を送りまして、その後住民の方から、この件につきまして

は家屋なんですけど、家屋の減に対して評価額に対しての異議があるということでござい

ますんで、そういったことにつきましては固定資産審査委員会のほうに異議申し立てとい

うことになりましたんで、今回その開催経費の委員報酬の分を計上させてもらいました。 

 以上でございます。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 水分神社のトイレの件ですけれども、村でさせていただくのは村が今管

理しておる施設については基本的に村がやるということで、水分神社については水分神社

さんのほうで管理されているということで、そちらでやっていただけたらというふうに考

えております。 

○井上議長 関口議員。 
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○関口議員 固定資産の分なんですけれども、申し出があったのは何件ありましたか。 

○井上議長 菊井課長。 

○菊井人事財政課長 固定資産税につきましては、１件の申し出でございます。 

 以上でございます。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 異議があるということは、それなりの理由があってのことで認めるわけです

けれども、３人、５回とっていただいておりますけれども、ちょっと５回も開かなあかん

のかなとか。中身全くわかりませんので、私自身は１件で３人の方５回も来てもらって、

いい、悪いせなあかんねんなというふうに思いますが、そういうもんなんですかね。 

○井上議長 菊井課長。 

○菊井人事財政課長 私自身もちょっと担当させてもらったん初めてでございますねんけ

ど、いわゆる審査の異議があって、まず最初には最初の委員会でこれを固定資産評価審査

委員会の異議申し立てとしてふさわしいものかどうかちゅうことでまず審査を１回目とい

うことでございまして、あと次に課税側、総務課と税務担当のほうのいわゆる弁明調書を

その審査会のほうで述べまして、次にいわゆる申し出の方の口頭審議っていう形でちょっ

と進めさせていきまして、そこでまたそのお互いの意見を聞いて審査会で判断するという

ことになりますんで、結構回数が５回ぐらいかかる予定でございます。 

 当然、早いこと終われば、早く済むにこしたことないんですけど、やっぱりお互いの意

見を聞いていかないとということになりますんで、５回程度開かなければならないという

ような状況です。 

 以上です。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 私の記憶では、こうした例が余りなかったように思うんですが、申し出のあ

った方の合意が得られるような結果が出ることを期待しております。 

 それから、水分神社のトイレの件ですけれども、持ち物が水分神社さんのものであっ

て、村が管理するものでないということらしい、今の御答弁ではね。 

 それで、村としては、そういう声が水分神社さんあるいは住民の方からはそっちに入っ

てないかどうかお尋ねします。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 私のほうでは、今のところ聞いておりません。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 私は住民の方とか、それからよそから来られた方とか、そういう人からもち
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らっと何回か聞いてるんです。 

 もし水分神社のほうでやってもらわなあかんと、改めて要望があればそれで切るのでは

なく、村としても何らかの方法で、村の大切な観光資源でもありますので、そうしたとこ

ろについても村の手だてが差し伸べられるように、もしあれば検討していただきたいなと

いう要望しておきます。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 先ほど説明いただきました文化財の保護費なんですけど、過疎債で１００万

円対応するということですが、この石碑が倒れかかってるちゅうのは最近聞いたんですけ

ど、あっこ建設年度ちゅうんですか、何年ぐらいたつんでしょうか。村のシンボルでもあ

るし、いろいろなところでホームページも載ってますし、わかれば教えてください。 

○井上議長 矢倉教育長。 

○矢倉教育長 記念碑の裏を見てみましたら、明治１１年ということであります。 

 ただ、倒れかかるっていう原因は、ちょっと地盤沈下っていいますか、石垣の中の土が

下がって後ろへ傾斜傾いているということであったと思います。 

 ただ、その一番上の記念碑の部分だけを何年か前に起こされてくさびを入れた形跡があ

りました。ただ、土台からはされていなかったので、この際一刻も早くしようということ

でさせていただきました。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 ありがとうございます。 

 これ、今もう工事始まってる、いつごろまでされるんか、工期教えてください。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 工事はもう既に契約５月２９日にしまして、７月３１日まで工期とって

おりますけれども、現場のほうについてはもう終わっております。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４７号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第４７号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 
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 これより議案第４７号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第４７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第７、議案第４８号平成２７年度千早赤阪村介護保険特別会計補正

予算（第１号）についてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 松本村長。 

○松本村長 議案第４８号は、平成２７年度千早赤阪村介護保険特別会計補正予算（第１

号）についてでございます。 

 本議案は、歳入歳出それぞれ９７９万３，０００円を追加いたしまして、予算総額を６

億８，５０２万３，０００円とするものでございます。 

 主な内容でございますが、平成２６年度の介護給付費及び地域支援事業等の確定に伴う

国庫、府負担金並びに支払基金への精算返還金や保険料決定通知書数の増に伴う郵送料な

どの増額でございます。 

 内容につきましては担当課長より説明いたしますので、よろしく御審議の上、御承認賜

りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。 

○井上議長 詳細説明を和田健康福祉課長。 

○和田健康福祉課長 それでは、議案第４８号平成２７年度千早赤阪村介護保険特別会計

補正予算（第１号）について御説明申し上げます。 

 歳入歳出事項別明細書の３、歳出から御説明申し上げます。 

 １０ページをお開きください。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額６万円の増、全額一般財源で、

１２節役務費６万円で、介護支援専門員１名退職に伴います求人募集広告料でございま
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す。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、補正額１０万２，０００円の増、全額一般財源で、１２

節役務費１０万２，０００円、保険料決定通知書郵送料でございます。 

 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金、補正額９６３万１，０００円

の増、全額一般財源で、２３節償還金利子及び割引料９６３万１，０００円で、平成２６

年度の介護給付費及び地域支援事業等の確定に伴います国庫、府費負担金並びに支払基金

への精算返還金でございます。 

 ８ページをお開きください。 

 ２、歳入でございます。 

 ８款繰入金、１項一般会計繰入金、５目その他一般会計繰入金、補正額１６万２，００

０円、その他事務費繰入金でございます。 

 ９款繰越金、補正額９６３万１，０００円、前年度繰越金でございます。 

 以上、御説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

 関口議員。 

○関口議員 大きなものに償還金９６３万円、これは２６年度の給付費等が少なかったと

いうことで国に返すということなんですけれども、平成２７年度、今年度からの第６期介

護計画では非常に平均で３０％引き上げられたということで、皆さんに通知が行きまし

て、何件かびっくりして何とかなれへんのかというような問い合わせもあったかと思うん

ですね。 

 これ、平成２６年度の実際の給付費は予定してた額よりも、もう確定したんですよね、

これ。その分はどれぐらい確定して減額されているのか、わかってたら教えていただきた

いと思います。 

○井上議長 和田課長。 

○和田健康福祉課長 全体の一応事業費ですけども、施設給付費とか居宅給付分とかいろ

いろとあるんですけれども、一応事業費としましては……。 

○関口議員 総額。 

○和田健康福祉課長 ６億４３３万５，０００円でございます。総額としては、一応６億

円ということでございます。よろしいでしょうか。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 それは、予定してたよりも若干減ったということです。 

○井上議長 和田課長。 
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○和田健康福祉課長 予定してたというよりも、一応２６年度で最終ではないんですけ

ど、１番の準備基金のほうを繰り入れしております。２６年度は実際給付費のほうがかな

りありましたんで、実際かなり給付を行ったということで、事業自体はちょっとというこ

とで、一応２６年度で基金から繰り入れして、最終精算した額がこの金額ということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

 関口議員。 

○関口議員 実際の予想とそれから実際どれだけ使われるかというのは本当に難しい判断

ですけれども、介護保険の保険料の計算に当たっては一般会計からの繰り入れもできない

ということで、非常に高齢者の負担がふえるということで、物すごいみんな心配されてい

ることですけれども、今後一般会計からの繰り入れ、国保みたいに、そういうことができ

ないのか、できるように国に言うてほしいなと思うんですね。そういうことをお願いして

おきたいと思います。 

 答弁結構です。 

○井上議長 ほかにございませんか。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 ほかにないようですので、これにて本案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４８号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第４８号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第４８号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第４８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 
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 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第８、議案第４９号村長の専決事項の指定についてを議題といたし

ます。 

 提案者の説明を求めます。 

 浅野議員。 

○浅野議員 議案第４９号村長の専決事項の指定について。 

 別紙のとおり会議規則第１３条の規定により提出します。 

 平成２７年６月２５日提出。千早赤阪村議会議長井上昭司殿。提出者、千早赤阪村議会

議員浅野利夫。賛成者、千早赤阪村議会議員清井浩、同じく関口ほづみ。 

 村長の専決事項の指定について。 

 下記の事項に関して、地方自治法第１８０条第１項の規定により、村長の専決処分事項

に指定します。 

 記、議会の議決を経て締結した千早赤阪村立学校給食センターの改修工事は、請負契約

について、契約金額の５％を超えない範囲内で変更すること。 

 議案第４９号の提案理由ですが、本案件の村長の専決処分事項の指定につきましては、

定例会初日に可決されました議案第４３号千早赤阪村立学校給食センター改修工事請負契

約に伴う村長への委任事項を指定するものであります。 

 工事内容は、洗浄室、調理室、下処理室、トイレの改修や調理、洗浄機器の入れかえな

どを行うもので、工期は平成２７年８月２３日までであります。 

 夏休み期間内に施工することから、工事内容などを考慮すると迅速に対応する必要があ

るため、地方自治法第１８０条第１項の規定により、請負金額の５％を超えない範囲内の

変更については議長が村長に専決処分をすることを委任したほうが適当であると考え、提

案したものであります。 

 以上、提案の理由並びに説明といたします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４９号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する
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ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第４９号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第４９号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第４９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第９、議案第５０号村長の専決事項の指定についてを議題といたし

ます。 

 提案者の説明を求めます。 

 関口議員。 

○関口議員 議案第５０号村長の専決事項の指定について。 

 別紙のとおり会議規則第１３条の規定により提出いたします。 

 平成２７年６月２５日提出。千早赤阪村議会議長井上昭司殿。提出者、千早赤阪村議会

議員関口ほづみ。賛同者、同じく清井浩、同じく浅野利夫。 

 村長の専決事項の指定について。 

 下記の事項に関して、地方自治法第１８０条第１項の規定により、村長の専決処分事項

に指定します。 

 記、議会の議決を経て締結した千早赤阪村立小学校及びこごせ幼稚園空調機設置工事

は、請負契約について、契約金額の５％を超えない範囲内で変更すること。 

 議案第５０号提案理由。本案件は、村長の専決処分事項の指定につきましては、定例会

初日に可決されました議案第４４号の千早赤阪村立小学校及びこごせ幼稚園空調機設置工

事請負契約に伴う村長への委任事項を指定するものであります。 
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 工事内容は、小学校の普通教室、特別教室、配膳室、幼稚園の保育室への空調機器の設

置及びキュービクルの改修を行うもので、工期は平成２７年１０月３０日まででありま

す。 

 主要な工期は夏休み期間に施工することから、工事内容を考慮すると迅速に対応する必

要があるため、地方自治法第１８０条第１項の規定により、契約金の５％を超えない範囲

の変更については議会が村長に専決処分することを委任したほうが適当であると考え、提

案したものでございます。 

 以上、提案理由並びに説明といたします。 

○井上議長 これより本案に対する質疑に入ります。 

            （「質疑なし」との声あり） 

○井上議長 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５０号につきましては、会議規則第３８条第３項の規定により本会議で議決する

ことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、議案第５０号につきましては本会議で議決す

ることに決しました。 

 これより議案第５０号に対する討論に入ります。 

 討論される方はありませんか。 

            （「討論なし」との声あり） 

○井上議長 これにて討論を終結いたします。 

 本案に御意見があれば賜ります。 

            （「意見なし」との声あり） 

○井上議長 これより議案第５０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１０、議会運営委員会委員の辞職許可についてを議題といたしま

す。 

 ６月８日、徳丸議員から一身上の理由により、議会運営委員会委員を辞任したいとの申
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し出があります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、申し出のとおり辞任を許可することに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、徳丸議員の議会運営委員の辞任を許可するこ

とに決しました。 

 ただいま議会運営委員が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員会委員の選任についてを日程に追加し、追加議事日程第１として日程の順

序を変更し、直ちに議題とすることに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。議会運営委員会委員の選任についてを追加し、追加議

事日程第１として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決しました。 

 ここで休憩に入ります。 

            午前１０時４７分 休憩 

            午前１１時００分 再開 

○井上議長 再開いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 追加議事日程第１、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、関口議

員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま指名いたしました関口議員を議会運営委員会委員に選任することに異議ござい

ませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました関口議員を議会運

営委員会委員に選任することに決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１１、次期議会の会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の

諮問に関する事項についてを議題といたします。 

 本件については、議会運営委員会の清井委員長から閉会中に次期議会の会期日程の議会
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運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について調査を行いたいとの申し出がござ

いました。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり閉会中に調査を行うことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に調査を行う旨決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１２、過疎地域自立促進特別委員会の閉会中の所管事務調査につ

いてを議題といたします。 

 本件につきましては、過疎地域自立促進特別委員会の田中委員長から閉会中に所管事務

の調査を行いたいとの申し出がございました。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中に調査を行うことに異議ございませんか。 

            （「異議なし」との声多数あり） 

○井上議長 異議なしと認めます。よって、閉会中に調査を行う旨決しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○井上議長 議事日程第１３、一般質問に入ります。 

 それでは、第１番目の質問者、関口議員。 

○関口議員 ２番、日本共産党関口ほづみです。通告に基づき、３点について質問いたし

ます。 

 今国会で審議中の安全保障関連法、国際平和支援法、平和安全法制整備法について、村

長の考えをお尋ねいたします。 

 本法案は、自衛隊法改定やＰＫＯ法改定、米軍行動関連措置法改定などの１０本の法案

を平和安全法制整備法と一括に書きかえ、そして海外派兵恒久法を国際平和支援法と書き

かえ、１１の法案を２つの法案にまとめて提案しています。 

 国際平和や安全などと名前を変えて、国民にはいかにも国際平和、安全のための法律か

のように紛らわしくしていますが、その中身は日本が海外で戦争できるようにするための

戦争法そのものです。 

 ６月４日の衆議院憲法審査会では、自民党推薦の参考人を含めて、全ての憲法学者がこ

の法案について憲法に違反すると表明しました。加えて、先日２２日の衆議院安保法制特

別委員会での５人の参考人質疑が行われ、３人までが法案に違憲、基本理論逸脱と主張し

ました。 
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 このうちの２人の元内閣法制局長官が憲法第９条に違反、速やかに撤回をと訴え、もう

一人の人は、国民を守るというよりは、進んで国民を危険にさらすという結果をもたらす

と表明し、憲法学者に加えて、内閣の憲法解釈の中心を担った元法制局長官からも違憲宣

告を突きつけられ、法案の違憲性がますます明らかになりました。 

 さらに、どの世論調査でも反対が多数を占め、今国会成立に反対が８割を超えておりま

す。時事通信です。本法案の説明が不十分だと回答した人が８割、読売新聞の８日付な

ど、反対世論が日々高まっております。 

 こうした世論の中で、２４日の国会会期末を目前に法案成立のために自民公明与党は国

会会期をなんと９月２７日まで延長することを強行しました。戦後最長の会期延長に、議

会制民主主義のルールを壊すものと怒りの声が上がっております。 

 安倍内閣は、日本の国のあり方を変える重大な法案を、問題点が国民に知られる前に何

が何でも強行している狙いは何か。あえて戦後７０年の節目の年に強行しようとする目的

は何か。安倍内閣に対する国民の不信は募る一方です。 

 国会で審議中の安全保障関連法、戦争法に対する村長の見解を伺います。 

 次に、役場庁舎の建設について伺います。 

 平成２５年１１月８日に発足した千早赤阪村新庁舎建設検討委員会は、７回の審議検討

を重ね、本年３月２０日新庁舎建設基本計画案についての答申が出されました。 

 それを受けて基本計画が発表され、住民には村５月広報で知らせています。広報では、

新庁舎建設の必要性として、１、老朽化と耐震性、２、災害対策拠点としての機能確保、

３、役場機能の分散化による村民の利便性の低下、４、バリアフリー化などが挙げられて

おります。 

 私は、４つの必要性の１、２、４については認めるところでございます。しかし、候補

地はくすのきホール周辺と決定されておりますが、利便性やアクセス道路の建設を考える

と、費用面などの負担がふえるのではないかと心配します。この点について伺います。 

 また、役場機能の分散の問題も指摘されております。現庁舎の場所で役場と保健センタ

ーは決して分散しているとは思いません。現庁舎での建設を深く検討できなかったのでし

ょうか。検討委員会では、現庁舎の場所への建設は議題にならなかったのか伺います。 

 あわせて、新庁舎建設で機能の集約により、小吹台の連絡所も廃止されるのではないか

心配されています。小吹台連絡所はどうなるのか伺います。 

 最後に、マイナンバー制度実施について質問をいたします。 

 ことし１０月からの実施に向けて、個人情報が全て管理され、流出されるおそれはない

のかなど心配の声が上がります。特に、年金のサイバー攻撃による１２５万件の個人流出
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事件は、今後のネット社会への不安を一層拡大することとなりました。 

 ２２日の新聞報道では、年金機構は情報が漏れた該当者は１０１万４，６５３人で、４

７都道府県全てにいたと発表しました。そのうち大阪が９万６，８８４人で最も多いもの

でした。 

 流出した情報は、受給者、加入者の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所の４種類が流

出し、個人が確定され、海外での偽造パスポートの発行など、本人が知らない間に犯罪に

使われるのではないかなど新たな不安が広がっております。 

 こんな中で、１０月から実施されるマイナンバー制度は、赤ちゃんからお年寄りまで住

民登録のある全ての国民に、また特別永住者、中・長期在留外国人、そして法人や給料を

支払う団体に番号が付されることが決まっております。自治体や会社など番号を厳正に管

理しなければならない事業所の負担と責任も重く、このまま施行しては危険だという指摘

が多方面から出されております。 

 しかも、制度施行前にもかかわらず適用範囲を拡大する法改定が審議され、預金口座や

特定健診、予防接種の履歴などもリンクされることも検討されております。財界からは、

保険など民間による利用まで拡大する声も出ています。 

 １０月実施に向けて、システム対応に完了しているのは４％にすぎないという報告もあ

り、実施を見送る世論も大きくなっております。 

 年金情報流出後、マイナンバー制度の対応は全国的にはどうなっているのでしょうか。

また、村での準備状況と今後の対応をお伺いいたします。 

○井上議長 質問事項１番目の答弁者、松本村長。 

○松本村長 安全保障関連法案は、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員

会に付託され、国で議論されております。 

 安全保障施策は、尖閣諸島問題や北朝鮮ミサイルへの対応など、平和な国民生活を維持

する上で極めて重要な施策であります。 

 安全保障施策は外交防衛等の問題が複雑に絡んでくることから、拙速に結論を出さず、

国民のコンセンサスが得られるよう国で十分な議論を行い、適切に判断すべきと考えてお

ります。 

○井上議長 再質問お受けします。 

 関口議員。 

○関口議員 村長の今回の法案に対する村長自身の見解はお伺いできませんでしたけれど

も、国での慎重な対応を期待するというところにとどまりました。 

 戦後、日本政府の憲法第９条解釈に関する全ての見解は、一貫して海外での武力行使は



- 70 - 

許されない、このことを土台にしてきたわけですね。 

 今の安倍首相のおじいさん、岸信介氏ですら第３４国会で、集団的自衛権というのは日

本の実力組織が海外に行って、その国を防衛することであって、これはできないと言うて

はるんです。 

 ところが、去年の７月１日、自民公明によって閣議決定、集団的自衛権の行使の容認を

行いました。これは、自衛隊が海外で武力行使することに道を開くものということで、全

国で反対の世論が広がっております。 

 自衛隊は、１９５４年の創設以来、１人の外国人も殺さず、１人の戦死者も出さないで

来ました。自衛隊員を戦場に送り、殺される日本になっていいのか、そのことが今問われ

てるわけです。 

 今開かれている全国の６月定例議会では、法案に対して反対や慎重審議を求める意見書

が既に６月２３日現在で１１６議会で可決されております。それとあわせて、地方自治体

の首長も法案に対する懸念を示しております。 

 近隣の首長では、太子町の町長さんは立憲主義の観点での慎重かつ十分な議論が尽くさ

れるべきものと考えますと。非核平和都市宣言を行った自治体の長として、憲法の三大原

則の一つである平和主義の意義や理念は堅持されるべきものであると考えると答弁されま

した。 

 大阪狭山市の市長さんは、戦争の放棄をうたった日本国憲法第９条は世界に誇るべきも

のであり、恒久平和を希求する我が国にとって決しておろそかにしてはならないものであ

ると表明されました。その上で、政府の今の説明は十分でないと感じていると、結論を急

ぐべきでないというふうにおっしゃっております。 

 河内長野の答弁でも、いかなる紛争も武力や威嚇ではなく、国際法に基づいて平和に解

決されるべきであると考えると言っておられます。そして、戦後７０年という節目を迎

え、日本を取り巻く世界情勢は変化しておりますけれども、日本国憲法及び本市非核平和

都市宣言の決議を念頭に置いて、日本国憲法に掲げられております平和主義の理念にのっ

とり、やっていきたいというふうにおっしゃいました。 

 私は、この南河内の３つの市長さん、町長さん、そして今私は村長にお伺いするわけで

すが、本当に慎重に審議されるべきだという点では村長も同じ思いなんですけれども、た

だほかの３人さんの首長さんに比べるとちょっと残念やなと思うわけです。 

 それで、千早赤阪村でも非核平和都市宣言を１９８７年３月にやってるんですね。村長

さんも御存じかと思いますけれども、この非核平和都市宣言には、我が千早赤阪村におい

ても日本国憲法に掲げる恒久平和主義の理念を村民生活の中に継承させていくことが地方
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自治の基本条件の一つであり、これをなくしては千早赤阪村の目指すよりよい社会環境は

望めないと宣言してるんですね。本当に憲法に基づいて公務員は仕事をせなあかんという

立場に立っておられるわけです。 

 改めて、この村が宣言している平和都市宣言に基づいて、長としての考えをお尋ねした

いなと思います。 

○井上議長 松本村長。 

○松本村長 私どもは、村の宣言について非常にいいことやと思っております。 

 ただ、この法制につきましては、私がいつも常々申しておりますけども、防衛と外交は

国の専管事項でございまして、私どもがとやかく言う筋合いのものではないと。私ども国

民が選んだ政府が決めることでございますからお任せすればいいと私は常々そう思ってお

ります。 

 それとともに、確かにこういう問題につきましては、私どもはもちろんこういう場所で

発言すべきじゃないというのは昔から思っとる次第でございます。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 要望しておきますけれども、地方自治体を預かる長として、国の施策に対し

て申すものではないと村長はおっしゃりましたけれども、私はそのことに対してどうやと

いう意見を言うことは大事なことだと思います。 

 その上で、この法案に対しては、本当に先ほども申しましたように、今の国会で決めん

のは拙速やと８割の人が言うてはるわけですね。にもかかわらず、国会を延長してまで通

そうとすることは、やっぱり数を頼りにしたルール無視やというふうに言わざるを得ない

と思います。 

 日本は、これからも平和憲法を守り、かけがえのない命を大切にしていくのか、それと

も同盟国アメリカと一緒になって海外で戦争する国にしてしまうのか、今本当に重大な岐

路に立っていると思うのです。 

 ことしは戦後７０年の節目の年です。日本国憲法の３つの柱、国民主権、基本的人権の

尊重、戦争放棄を守り発展させていくのが国の務めです、今の状況ではね。 

 日本国憲法第９９条は、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員はこの憲法を尊

重して擁護する義務を負うとあるわけですね。だから、今この憲法は変えなあかんという

考えを持つことも、そういう主張を備えることも自由なんですけれども、国民にはその自

由はあります。だけれども、公職にあります私たち国家公務員にはその自由はありませ

ん。憲法を遵守するということを与えてるわけです。 

 ここにお集まりのみんな、私も含めてですけれども、憲法を遵守する立場で仕事をして
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いかなあかんのやということを頭に置いていただきたいと、このことを主張して、私のこ

の項についての質問を終わります。 

○井上議長 質問事項２番目の答弁者、松本村長。 

○松本村長 役場庁舎の建設について御答弁いたします。 

 現庁舎は、耐震性能の不備や急傾斜地崩壊危険区域に位置していることなど防災機能の

面においても多くの課題を有していることから、災害対策の拠点整備による村民の安全・

安心の確保、役所機能の集約による利便性の向上を図るため、くすのきホール周辺を新庁

舎の候補地として決定したところでございます。 

 今後、さまざまな補助金や過疎対策事業債を活用し、本村の財政負担を極力抑制できる

よう進めます。 

 また、小吹台連絡所につきましては、新庁舎整備後も村民の利便性を確保する観点か

ら、継続して維持してまいりたいと考えております。 

○井上議長 再質問お受けします。 

 関口議員。 

○関口議員 パブリックコメントでも１５件の意見が寄せられております。 

 その中では、いろいろここが桐山、あの地域にとって発展するからいいだろうという意

見や、もうちょっと慎重に検討したほうがいいん違うかというような意見も出ておりまし

て、それに対する村の考え方も出されておりますけれども、私はやっぱり予算的に新庁舎

をここじゃなくって、ここの費用もかかりますけれども、新たに向こうに建てるとなりま

すと道路の建設とかそういう費用も新たに要るわけですから、その辺の精査をすればくす

のきホールの周辺がいいとは結論は出せないと思うんですね。 

 ただ、検討委員会での答申がそうである以上、これに従うわけではありませんけれど

も、尊重されて事業を進められるかと思いますが、その辺はもうちょっとちゃんとした予

算をやるべきではないかと思います。それが１つと。 

 それから、現庁舎の場所は府道で路線バスが千早地区まで行ってますので、ここを通っ

て中津原の入り口、吉年の入り口、そして東阪、千早の人にとっては重要な路線なんです

ね。 

 もしこれが役場がなくなって別の方向に行きますと、この金剛バスが減便になって、こ

の地域がますます寂れていくのではないかなという懸念は前々から私も思ってましたけれ

ども、やっぱり東阪、上東阪、千早地区の人にとっては、本当に特に千早地区の人にとっ

ては富田林に行くのが減便されたら困るということになってしまうのではないか。その辺

のことも十分今後再考していただきたいなと思います。村の全地域的な発展に向けたら、



- 73 - 

そうしたことを抜きには考えられないと思いますので、その点再考していただきたいと。 

 それは計画を変更することはありませんということですので、計画は計画として、新し

いくすのきホール周辺に建てられるとしても、ここの前の府道が寂れて金剛バスの減少に

なってしまったら、村の活性化にとってはマイナスになると思いますので、その辺を十分

検討していただきたいと思います。その点で御回答いただきたい。 

 小吹台の連絡所については引き続き開設していただくということですので、１つは解決

しますので、引き続きここは存続していただきますようにお願いします。 

○井上議長 松本村長。 

○松本村長 まず、ちゃんとした予算を立ててということでございます。 

 ただいま全体計画をつくっておる最中でございまして、その上でちゃんとした予算を立

てた上で基本設計に入っていきたいと、そういうふうに考えております。 

 それから、この前の道路でございますが、富田林五条線、本来は３０年代に富田林から

金剛山にトンネルを掘って五条まで抜けるというふうな計画でございまして、それが昭和

４６年の黒田了一知事が府立高校をですね、１００校プラスをつくるためにということで

全ておじゃんになりまして、現在我々はぜひ富田林五条線を五条まで抜いてほしいという

ことを今国、府に要望しとる最中でございます。 

 特に、五條市行きますと、既にトンネルの入り口まで４車線の道路ができております。

そういうことで、大阪府何しとんでというふうな話が非常に強うございまして、それがで

きれば、多分千早地区、東阪地区、その他皆さんの利便性は非常によくなるかなと、そう

いうふうに考えております。 

 ただ、ここは先ほど申し上げましたとおり土砂災害危険区域の中にございまして、いわ

ゆる安全・安心の中心には非常に不向きということもございますし、私どもの予算の範囲

から言いましても、新たに用地を取得しないで行けるくすのきホール周辺が非常にコスト

的にも問題が少ないのかなということで、とりあえず決定させていただいたところでござ

います。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 要望しておきます。 

 くすのきホール周辺と書いておりますけれども、番地はくすのきホールの所在地になっ

ておりまして、これくすのきホール潰してしまうんやなと。その費用だってすごくかかる

んちゃうかなって。 

 くすのきホールはホールとしての規模としては、演奏家とかにはこういうところに、こ

ういう田舎にこれだけの施設があって、使い方によっては物すごいいいホールやなという
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声も聞いておりますので、その辺は私としてはこのホールがなくなることは非常に残念や

なと。もっとうまく使って宣伝をすれば、役場庁舎とあわせて来村する人もふえるのでは

ないかなというふうに夢を持ってたんですけれども、それは私の意見です。 

 それから、千早地区、東阪方面の皆さんにとっての金剛バスですけれども、これはどう

いう状況になろうともこのバスは運行してほしいということを村から言うてもらって、も

しも減便になったり、廃路になることはないかと思いますけれども、そういうときの手だ

ては村で足を確保するということをぜひお願いしたいなと思います。 

○井上議長 質問事項３番目の答弁者、中野総務課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 マイナンバー制度の実施中止をについて御答弁申し上げま

す。 

 マイナンバー制度は、本年１０月より住民票を有する全ての方に、１人１つの１２桁の

番号が通知され、平成２８年１月から利用が開始される予定となっております。 

 先般、日本年金機構での個人情報の流出が明らかになりましたが、年金情報の流出問題

を受け、厚生労働省に有識者による検証委員会が設置され、第三者の立場から日本年金機

構や厚生労働省の対応を厳しく検証し、原因の究明や再発防止策を取りまとめに当たるこ

ととされております。 

 マイナンバー制度につきましては、年金や医療等さまざまな個人情報が集積しており、

厳密な個人情報の流出対策が求められてることから、国の動向を注視しながら準備を進め

てまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 再質問お受けします。 

 関口議員。 

○関口議員 村は準備を進めているけれども、国のこの年金流出のあとのこともあるの

で、国の動向を見ながら進めたいという答弁でしたけれども、ほかの市では、条例を変え

たりとかそういうことも既に進められてるんですけども、そんな中でもやっぱり実施に踏

み込むのがちょっとどうかという声があるそうですけれども、村ではこういう状況の中で

システムの変更とかもどういう状況にあるのか。進んでないのなら見送ることはできない

のか、再度お尋ねします。 

○井上議長 中野課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 まずシステムにつきましては、今現在システム業者と打ち

合わせをしておりまして、近々契約を行い、システム改修等の準備をしたいと考えており

ます。 
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 また、条例等につきましては、９月議会において必要な分については上程したいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○井上議長 関口議員。 

○関口議員 条例、１０月実施準備から９月条例提案では非常に慌て過ぎてるのではない

か。そして、システムも今業者とまだ契約もしてない状況の中で、全国的に見送ったらど

うかという声の中で、もうちょっとシステム業者と見送る方向やってほしいと要望しま

す。 

 それから、イギリスでは国民の反対で共通番号は挫折したそうです。ドイツは税務に限

定され、フランスでは社会保障に限定されております。アメリカ、カナダでは社会保障番

号が官民のさまざまな分野で利用されておりますが、取得は任意となってるそうです。先

進７カ国で生涯不変の番号が全ての国民に付されるマイナンバーのような制度を採用して

いる国はないというのが現状です。 

 ドイツでは、ナチスによる国民管理の経験から共通番号は憲法違反とされております。

これだけ重大な中身を持つ制度、またシステム対応完了したのがわずか４％にすぎない中

で制度を開始したら、情報流出は妨げられない。流出の危険がある制度は見送るべきだと

主張して、私の質問を終わります。 

○井上議長 第２番目の質問者、浅野議員。 

○浅野議員 議席番号４番、公明党浅野利夫でございます。 

 議長通告に基づきまして、３点質問させていただきます。 

 １つ目がプレミアムつき商品券の発行についてお伺いをいたします。 

 政府・与党が昨年の補正予算で決定しました地方創生の地域消費喚起・生活支援型の交

付金を活用し、今全国で９７％の自治体がプレミアムつき商品券の発行を予定または既に

販売してる自治体もあります。 

 本村もプレミアムつき商品券発行事業の予算として４，４７３万円が２７年度予算に繰

り越しをされ、検討されることとなりました。 

 そこで、今回発行する商品券の額面、また販売方法や購入可能金額、利用できる商店は

どこか、利用期間はいつからいつまでなのかをお伺いをいたします。 

 ２つ目が、役場庁舎の建設についてお伺いをいたします。 

 役場新庁舎については、今まで委員会の結果ではくすのきホール周辺となっておりま

す。村民の関心も高く、その後どのような検討がなされているのか、次の５点についてお

伺いをしたいと思います。 
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 １つ目が、新庁舎の規模や具体的な場所が決まっているのか、否か。 

 ２つ目が、予算の規模はどのぐらいを検討しているのか。 

 ３つ目が、建設に向けてのスケジュールはどのようになっているのか。 

 ４つ目が、現役場の前、府道富田林五条線からの進入路はカーブが多くて大変危険であ

ります。そこで、進入路の確保はできているのか。 

 ５つ目が、新庁舎の駐車場の確保はどのようになっているのか。 

 以上の５点について、具体的に回答をお願いをしたいと思います。 

 ３つ目の質問でありますけれども、通学路の安全確保、道路の補修のことですが、につ

いてお伺いをいたします。 

 赤阪小学校区のオレンジヒルから毎朝児童が４０名以上、７班に分かれて私の家の前を

いつも明るく、挨拶を交わしながら登校しています。 

 この通学路の一部で道路のコンクリート破損や路肩がずれて大変危険な箇所があり、長

期間放置されている実態があります。 

 具体的には、村道川西中道線と川西３号線の間の里道で、通学路でもあり、梅雨どきの

大雨で路肩が崩れる危険もあります。また、道路の破損箇所では転倒事故も考えられま

す。 

 このような状態を村として、また教育委員会としてどのように考えているのかお聞きし

ます。 

 以上の３点の質問に的確な御回答、よろしくお願いをいたします。 

○井上議長 質問事項１番目の答弁者、森田まちづくり課長。 

○森田まちづくり課長 プレミアム商品券の発行につきまして御答弁申し上げます。 

 村では、緊急経済対策で創設された地域住民生活等緊急支援のための交付金、地域消費

喚起・生活支援型を活用し、村内における消費喚起を図り、経済の活性化につなげること

を目的に、千早赤阪村プレミアム商品券を発行します。 

 発行額面は１冊５００円券２４枚で、１万２，０００円分を１万円で販売し、プレミア

ム率は２０％で、発行総数は３，０００冊を予定いたしております。 

 この商品券は、村内の事業所等のみで利用可能としておりまして、７月から取扱店を募

集します。 

 販売等のスケジュールでございますが、８月２８日からお一人５冊を限度として、先着

順で販売します。 

 利用期限は、１２月３１日までの年内利用を予定いたしております。 

 以上、答弁といたします。 
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○井上議長 再質問お受けします。 

 浅野議員。 

○浅野議員 申しわけない。今回のプレミアムつき商品券については、前回の全協でも説

明をしていただきましたけれど、質問としてさせていただきます。 

 答えとしては５００円券が２４枚で、それが１万円で買える。プレミアム率が２０％、

これは消費者から見ますと預金の利子よりはるかにお得だということは確かであります。 

 じゃ、本村のどこの店で使えるんかという声が非常に多くあります。購入は１人５冊ま

で、それと先着順ということでありますけれども、買っても使える店がわからないと、や

はり買いにくい。村外の人にも買えるのか、まずこれが１点。 

 取扱店は７月から募集するということでありますけれども、村の広報紙だけではなかな

か周知徹底できないんではないか。ほかにどのような方法があるのかということでありま

す。 

 これが３，０００冊ということで、村の人口が今約５，７００人ですよね。赤ちゃんか

らおばあちゃんまで入れた、おじいちゃん、おばあちゃん、年寄りの方も入れても半数以

上が買えるということで、１人５冊までですけど、そういう形で１人１冊としてもほとん

どの人が使っていただけるということになります。 

 できるだけやはり多くの方に買っていただいて、このせっかくの機会でありますので、

このプレミアム率の２０％を有効に活用するためにも、どのようなお店で使えるのか、ま

た村外の人にはどのように周知していくのかということをお答えいただきたいと思いま

す。お願いします。 

○井上議長 森田課長。 

○森田まちづくり課長 今回発行いたしますプレミアム商品券についてでございますが、

まず取扱店につきましては、事務については現在富田林商工会に委託をするということで

進めておりまして、早ければ今月末にも新聞折り込みによりまして取扱店の募集のまず周

知を図りたいと思います。それに加えまして、村のホームページ、あと広報紙等で周知に

努めていきたいと思っております。 

 また、富田林商工会からは、会員数、村では８０事業所等が加入されておられますが、

直接ダイレクトメールでお送りしまして周知を図っていきたいというふうに思っておりま

す。 

 また、販売が始まりますと、村内、村外の方に御購入いただけるという形を予定いたし

ておりますが、村内の住民の方にも８月後半からの販売という形になりますが、これにつ

きましても新聞折り込みもする予定をいたしております。また、販売店募集と同様に、ホ
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ームページ、広報等で周知をしていきたい。 

 ただ、村外の方につきましては、一定の広報媒体としましてはホームページ等になろう

かと思いますけれども、できるだけ村の観光施策を進める上でも一定来村者の方にも周知

できるような形で、村内ではロープウェイ等々でポスター等早い段階で掲出いたしまして

周知していきたいというふうに思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 ありがとうございます。いろいろと細かい点でお答えいただいたと思いま

す。 

 たまたまきのう私も党のほうの会合をくすのきホールでさせていただきました。 

 そこで、河南、太子分含めていろんな意見が出てたんですけれども、ある一番条件のえ

えところで、富田林なんかは往復はがきですか、それで抽せんとかいろいろあるんですけ

れど、先着順で販売していったら、途中からもうみんなが買いたいという人が多くなって

抽せんに変わったというところもあるそうです。 

 私ども、そんな心配ないかと思いますけれども、これからできるだけ多くの人に使って

いただけるようにするためには、例えば道の駅とか直売所、そんなところでもやはり一般

の方がよく使われると思いますので販売していただきたいということをお願いしたいと思

います。 

 それと、きのうも話出てたんですけど、折り込みまたは広報紙とかということで、新聞

とっておられない方もあるんじゃないか。そんなところに折り込み入れたってやはり周知

できない。広報紙は全戸各戸に配付されますので、中身はなかなかページ数になにか書い

てあっても見にくいので、いつも駐在所さんが張り出ておられるような紙を別にして、何

かカラー刷りは別として、カラーの紙とか何かそういう法をとっていただけないのか。 

 それと、道の駅とか直売所でも使えるようにしていただきたいですけど、そんな考え方

はないのか、それをちょっとお聞きしたいと思います。 

○井上議長 森田課長。 

○森田まちづくり課長 まず、この事務を進めるに当たりまして、先生おっしゃるとおり

まず事業所さん、御参加いただける事業者さんが非常にうちの村の場合は少ないであろう

ということでございまして、できるだけ御参加いただけるように周知をしていきたいとい

うふうに思っております。 

 また、実際券を販売するに当たりましては８月２８日から５日間、まずは限定といたし

まして、くすのきホールで富田林商工会の方によりまして集中的に販売をさせていただき
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たいというふうに思っております。 

 万が一その券が売れ残ったという場合は、役場の私どものまちづくり課のほうで引き上

げまして、随時先着順で販売していきたいというふうに思っております。 

 また、広報等の啓発につきましては、できる限り紙面を使うのか、チラシで別途同時配

布させていただくのかというのも含めまして、啓発どういう形でいいのかということを検

討しまして進めていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○浅野議員 道の駅と直売所の関係。 

○森田まちづくり課長 あくまで道の駅と直売所につきましては事業所さんという形にな

りますので、手を挙げていただけるかどうかというところあるんですが、できるだけ多く

でも、一つでも多い事業所御参加いただけるように啓発していきたいと思っております。 

○井上議長 要望をお受けします。 

○浅野議員 いろいろと工夫とか大変ですけれども、この８月から１２月にかけて集中的

に販売するということですので、いろいろ考えてよろしくお願いしたいと思います。 

 私も森屋に喫茶店があります。そこへ話しかけて、たまたまお茶飲みに行ったときに、

何か５００円でおつりが出ないということなんで、５００円とか１，０００円ぽっきりの

定食とか何か考えたらどうか。いや一遍考えてみるわということ言うてくれてますので、

そういうところもいろいろ図りながら、もうおつりが出なくてもこのほうがやっぱり便利

やなということで、一人でも多くの方に使っていただけるようにお願いしたいと思いま

す。要望としておきます。 

○井上議長 質問事項２番目の答弁者、中野総務課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 役場新庁舎の建設について御答弁申し上げます。 

 まず、新庁舎の規模と具体的な場所及び予算規模についてでございますが、新庁舎建設

基本計画の中では、延べ床面積は約３，０００平米を上限とし、概算事業費を約１０億円

から１３億円程度と見込んでおります。 

 具体的な建設事業費につきましては、現在基本設計及び実施設計策定に向け、事業者か

らのプロポーザル方式による提案を募集するための準備を進めております。 

 事業者からの提案を基本に、議員の皆さんを初め、庁舎建設検討委員会等からさまざま

な御意見をいただきながら、基本設計及び実施設計を行っていく中でお示ししてまいりた

いと考えております。 

 また、新庁舎の場所についてでございますが、老朽化し、大規模な改修が必要なくすの

きホールを取り壊し、ここに庁舎とくすのきホールが有している生涯学習機能を合築した
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形で整備を行いたいと考えております。 

 次に、建設に向けてのスケジュールでございますが、今後プロポーザル方式による業者

選定を行い、平成２７年度に基本設計、平成２８年度に実施設計、平成２９年度、３０年

度で建築工事を行い、平成３１年度の供用開始を目指し進めていきたいと考えておりま

す。 

 次に、進入路の確保についてでございますが、今後新庁舎建設基本設計やくすのきホー

ル周辺整備基本計画とあわせ、現在検討を進めている新たな公共交通システム、今年度策

定予定の村道整備計画とも整合を図りながら検討を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、駐車場の確保についてでございますが、新庁舎の配置が固まった段階で敷地内に

確保できる台数を検証し、必要であれば隣接地での確保を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○井上議長 再質問お受けします。 

 浅野議員。 

○浅野議員 かなり詳しくちょっと言っていただきまして、今くすのきホールを壊すとい

うことで話をしていただきました。 

 このくすのきホールというのは、大規模な改修が必要であるということ今お聞きしたん

ですけども、改修費用というのはどのぐらいかかるのんか。 

 また、きのうもちょっと利用させていただいたんですけど、くすのきホールっていうの

は建設してからまだ二十数年しかたってないと思うんですよ。やはり住民からの声とした

ら、取り壊すのはもったいないん違うかという声が聞こえると思います。それはどうする

のか。 

 また、くすのきホールを取り壊して、そこに新たに新庁舎とか生涯学習施設利用、設備

使用、施設を整備しようという考え方、なぜそないなったのかということをお聞きしたい

と思います。 

 ４つ目は、隣にも郷土資料館がありますよね。あの辺はどうするのか。今先ほどの審議

では楠公誕生地を整備されましたけど、まだ郷土資料館が、あれの建物がかなり古いんじ

ゃないかと思いますけれども、これについてどうするのか。この４点、ちょっと考え方を

お聞きしたいと思います。 

○井上議長 中野課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 くすのきホールについてでございますが、現状のまま維持

した場合の改修費といたしましては、雨漏りによる屋根の改修、また空調設備、照明器

具、舞台のつり物や操作盤の改修など約３億７，４００万円を見込んでおります。 
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 一方、解体する場合の解体費用につきましては、１億１，５００万円を見込んでおりま

す。 

 また、利用効率を見ましても、ホールにつきましては平成２６年度では年間３５件の利

用しかなく、ホールを利用する際には別途照明や音響を操作する人員の確保が必要となり

ます。改修に莫大な費用を投資しましても利用効率は極めて低く、費用対効果が見込めな

いため、抜本的な見直しが必要であるというふうに考えております。 

 また、資料館につきましては建築後３０年が経過しております。今後、老朽化による大

規模な改修が必要となってまいりますのであわせて解体し、新庁舎の中に資料館展示スペ

ースを設けてまいりたいと考えております。 

 さらに、住民の避難所機能などをあわせ持つ施設を整備することにより、庁舎建設だけ

では活用できない過疎債や防災、生涯学習機能の充実に向けた補助金の活用等によりまし

て経費削減を図り、効率的な庁舎建設ができるようにさまざまな工夫を凝らしながら検討

していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 かなり思い切ったことですね。あのくすのきホールを改修じゃなくって潰し

てしもて、新たにそこに建設するという思い切った御回答だったんですけど、昔はかなり

景気がよくて、各自治体も箱物ばかり建てたと思います。今、それで苦労してる自治体が

多いと聞いておりますけれども、やはりこのくすのきホールも例外ではありませんし、村

の人口も今減少傾向、利用効率も悪いということから、何とか住民の方にも説得していた

だいて、私もそれじゃ利用件数も少ないから仕方がないかなと今考えております。 

 そこで、村長にお聞きします。 

 本村は高齢化でお年寄りも多いと。これは、事実そのとおりなんですけども、新庁舎と

あわせて、生涯学習機能を兼ね備えた複合施設を整備するということですけれども、村民

に新たな負担が生じるんじゃないか、また税金が上がるんじゃないかという心配がありま

す。お年寄りの方は、やはり細かいところまで計算されております。 

 また、くすのきホールが担っていました生涯学習機能、村として今後どのように担保し

ていくんかということでちょっとお聞きしたいと思います。よろしいでしょうか。 

○井上議長 松本村長。 

○松本村長 中野課長が答弁いたしましたくすのきホール、改修費用が約３億７，０００

万円ということで、改修の場合は過疎債の適用がございません。 

 また、くすのきホールを取り壊し、新たにこうした生涯学習施設を整備する場合は過疎



- 82 - 

債が充当でき、くすのきホールの解体費用約１億１，０００万円、郷土資料館の解体費用

の２，０００万円の計１億３，０００万円を要しても、残り２億４，０００万円の一般財

源で約８億円規模の施設を新築することが可能でございます。 

 また、新庁舎と生涯学習施設を合築することにより、国等の補助金の確保や会議室の共

用化などを図り、建設経費の節減に努め、村民の皆さんに極力御負担をおかけすることが

ないようさまざまな工夫を凝らして、庁舎と生涯学習施設の一体的な整備に取り組んでま

いりたいと思います。 

 生涯学習施設の機能については、効率的な管理運営ができることはもとより、村民の皆

さんの御意見もお伺いしながら現在のニーズにマッチした機能を盛り込み、村民が出会

い、交流できる活動拠点として、また村民の安全・安心を守る防災拠点の位置づけもあわ

せ持った村民の皆さんに使い勝手のいい施設となるよう整備を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 議員各位におきましても、御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。 

○井上議長 要望をお受けします。 

○浅野議員 ありがとうございます。もうちょっと昼過ぎました。 

 新庁舎の計画ですけれども、やはりいつも思うんですけど、住民のニーズ確実に把握を

していただいて、もう昔みたいな箱物ばかりつくるというイメージじゃなくって、無用な

投資とならないように、身の丈に合った整備計画を策定、これをお願いしたいと思いま

す。 

 今後庁舎建設事業を進めていくにも、しっかりと村民、住民の方に情報を開示していた

だきたい。また、基本設計が先ほど平成２７年ですか、実施設計は平成２８年ということ

でお答えいただきましたけども、やはりそこに村民の方の声を反映していただいて、いつ

までも愛され親しまれ利便性のある施設になるように、事業に対してもやはり円滑に推進

していただきたいということを要望しておきます。 

○井上議長 質問事項３番目の答弁者、赤阪施設整備課長。 

○赤阪施設整備課長 通学路の安全確保について御答弁申し上げます。 

 学校の通学路については各学校で指定し、集団登校などで児童の安全確保に努めている

ところでございます。 

 通学路には、村道などの公道のほかに私道なども含まれています。御質問の通学路は里

道であり、本来その管理は地元の地区において行っていただくこととなっており、こうし

た傷んだ里道の補修に対する村の支援としましては、原材料の支給を行い、地区で補修し

ていただくことが基本となっております。 
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 地区から原材料支給の要望があれば、児童の安全確保の観点から速やかに対応していき

たいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 再質問お受けします。 

 浅野議員。 

○浅野議員 今回特に問題視してるのは通学路、普通の農家の方が１人や２人山とか行く

ための、もう人間歩く幅だけの狭い里道を意味してるんじゃなくて、毎日４０人以上が行

きと帰り、そこに中学生も女生徒も含まれております。女生徒入れたら５０人ぐらいにな

ると思います。だから、そこを毎日行き来してるところは危ないということで今問題視し

ております。 

 先ほど、村として、教育委員会としてということで言いましたけども、ちょっと教育委

員会の答えもいただきたいと思います。 

 そこが壊れると迂回路ということあるんですけれども、迂回するとやはり墓地の横を通

る危険があります。昔不審者が出たということで、多分今の状態、里道を通るように通学

路が設定されたと私は思っております。 

 そういうところ、教育委員会としてもやはり知らんでは通らないと思いますので、御回

答お願いしたいと思います。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 教育委員会では、これまで警察や道路管理者である村、大阪府とともに

通学路の現地調査も実施しまして、安全確保が必要であるというようなところにつきまし

ては、管理主体により安全対策を講じていただいております。 

 御質問の通学路は里道であることから、地元住民に整備いただくことを働きかけてまい

りたいと、そのように考えております。 

 以上でございます。 

○井上議長 浅野議員。 

○浅野議員 くどいようですが、もう一回質問させてもらいます。 

 確かに教育委員会としても、普通なら受益者負担という形でそこ通る人とか地元の区長

も相談してるんですけれど、地元でやればいいということになるんですけれども、あの里

道幅１メーターぐらいだと思うんですけれども、やはりそこに下水道が通ってるんですよ

ね。里道といってもこの下水道布設するのに、里道だから地元でやれということにはなっ

てない。村がちゃんと布設したところなんですよね。 

 これ、例えばですけど、これから梅雨どきになって路肩が崩れて、その下水道管があら



- 84 - 

わになって露出して、もうやはりこれは地元で整備しないといけないのか。 

 たまにそこ通っておって、通学してる児童と出くわしたときに落ちる危険も考えられま

す。想定で物言うわけじゃないですけれども、もしそうなって路肩が崩れても、やはりあ

らわになった下水管があっても地元でやれと、こういうことになるんでしょうか。ちょっ

とそこら辺お願いしたいと思う。 

○井上議長 赤阪課長。 

○赤阪施設整備課長 今先生御質問の路肩が崩れて下水道が入ってて、それはどうなるん

やというふうな御質問でございますけども、下水道管に影響があるとかそういったことが

ございましたら、村のほうで補修はやってまいりたいと考えております。 

○井上議長 要望をお受けします。 

○浅野議員 下水道管に影響があったらというの、普通に車の通るところじゃないんで、

人間しか通りませんので、僕ら土木のちょっと経験、土被りが１メーター２００も入って

ないと思います。浅いと思います。 

 だから、崩れれば多分すぐそれが影響が出るんだと思うんですけれども、影響があると

かないとかじゃなくって、これはちょっと問題じゃないかと思います。地元だけの責任で

はないと思います。やはりそこで教育委員会とか先ほど認識していただいてますんで、教

育委員会、村、また地元区長とかよく話し合っていただいて、区長とか話しましたけれ

ど、全てが行政でやってくれというわけじゃない。やっぱり地元も負担ちゃんと考えて、

負担すると言っておりますので、ちょっと話し合い持っていただいて、行政にはこれは地

元だと押しつけんじゃなくて、やはりいろんなケースがあると思います。 

 だから、私としてはあの道里道ではありますけれども、本来ならば村道に格上げしても

いいんじゃないかと思うぐらいの強い思いを持っております。 

 だからそこで、ここでやりとりしても結論が出ませんので、もう村長、副村長、教育長

もちょっとお願いしたいんですけれども、ぜひともちょっと相談をしていただいて、通学

路、今赤阪小学校の３分の１の児童、そこへ中学生の女子生徒が通っておる道なんです。

何とか地元の方と話し合いをしていただいて、全額行政の負担とは申しません。 

 どうかそれだけ、ぜひともこれをいつまでもほっとくんじゃなくて、解決の方法をぜひ

とも、もう一回行きます、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。立候補じゃありま

せんけど、よろしくお願いいたします。 

○井上議長 ここで休憩を行います。 

 １時から再開いたします。 

            午後０時０９分 休憩 



- 85 - 

            午後１時００分 再開 

○井上議長 午前中に引き続き、再開いたします。 

 第３番目の質問者、清井議員。 

○清井議員 議席番号５番、清井でございます。 

 通告のとおり、遊休財産の有効利用または処分についてお聞きします。 

 昨年３月の定例会で質問しました標記について、その後の進捗、経過をお聞きします。 

 まず、分校跡地ですが、隣接地権者との境界確定の民事調停が合意に至らず、法務局に

よる筆界特定の手続を進めているっていうことでありますが、その進捗状況と接続道路で

あります村道森屋桐山線の幅員確保について、全ての関係地権者との合意はできたのかお

聞きします。 

 次に、小吹台方転地ですが、売却に対する具体的な提案はない。今後土地利用等につい

て検討するとの答弁でしたが、その後どうなっているかお聞きします。売却、貸し付け、

または村が活用するのか、その方針をお聞きしたいと思います。 

 ３番目に、旧千早小学校ですが、有効活用について具体的検討には至っていないってい

うことでしたが、村づくり経営計画の資産有効活用に上げてる遊休地として検討が急がれ

るのではないかと思いますが、その後どう検討されましたか。 

 ４番目に、村づくり経営計画の資産有効活用に上げている遊休地以外の土地については

総合的に整理を進めるっていう答弁でありましたが、その後整理はどのように進んでいる

のかお聞きします。 

 以上です。 

○井上議長 答弁者、中野総務課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 遊休財産の有効利用または処分について御答弁申し上げま

す。 

 まず、分校跡地についてでございますが、再三隣接地所有者に対し境界確定の立ち会い

を依頼しましたが、立ち会いに応じていただけなかったことから、昨年６月議会において

民事調停関連議案の可決をいただき、同年１０月及び１１月の２回にわたり調停を行いま

した。結果として和解に至らず、調停不調となりました。 

 今後、村としましては公有財産の適正管理及び遊休公有財産の有効活用の観点からも、

このまま放置しておくわけにはいかず、訴訟による解決を図りたいと考えております。 

 このため、現在訴訟の準備段階として、法機関による境界確定を行う筆界特定制度の活

用に向け、現地測量などに取り組んでおります。 

 次に、村道森屋桐山線の幅員確保についてでございますが、拡幅に必要な土地の地権者
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が３件おられ、うち２件については了解をいただき、既に用地については平成２６年１０

月に買収済みであります。 

 残り１件につきましては地権者の協力が得られず、現在まで用地買収には至っていない

状況でございます。 

 今後、用地買収の状況によっては、既に用地取得が完了した箇所の先行的な工事実施な

どについて検討してまいりたいと考えております。 

 次に、小吹台方転地についてでございますが、平成２５年度に境界確定を完了し、現在

こごせ幼稚園や中学校の通園、通学バスの方転地、また小学校の運動会時の駐車場として

利用しております。 

 今後の土地利用につきましては、具体的な検討には至っておりません。 

 次に、旧千早小学校につきましては、ことし２月に旧千早小学校区の５地区長の連名に

より、旧千早小学校の施設の有効活用に関する要望書が提出されました。 

 その内容としましては、旧千早小学校区には広域的に活用できる施設がないことから、

健康福祉のコミュニティ交流の場や避難所、スポーツ振興による運動場の活用など地域住

民が利活用しやすい施設整備を強く望むとの内容でございました。 

 こうした要望を受け、村としましては本年７月に地区長の皆さんと地域の実情に合った

有効な活用方策等について協議検討を行う場を設ける予定でございます。 

 また、こうした意見交換につきましては継続的に開催し、地域の御意見をお伺いしてま

いりたいと考えております。 

 次に、村づくり経営計画における遊休公有財産以外の遊休地の整理についてでございま

すが、今後全ての公共施設や公有財産について長期的な視点を持って更新、統廃合、長寿

命化などを計画的に行うため、公共施設等総合管理計画を平成２８年度中に策定する予定

でございますので、その中で公共施設等の総合的かつ計画的な管理を進めていきたいと考

えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 再質問お受けします。 

 清井議員。 

○清井議員 ただいま分校跡地につきましては、接続道路に関しての課題は残っているも

のの、地籍整理を進めるという点においては一歩前進したのかなと思っております。 

 旧千早小学校については地元地区との協議が始まるということで、一定の方向性が出て

きた、そのように理解できると思います。 

 そこで、小吹台方転地ですが、小吹台方転地については通学バスの方転地駐車場として
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利用しているものの、今回の答弁もまだ土地利用については具体的な検討に至っていな

い。 

 再々申しますが、村づくり経営計画の資産活用という観点からぜひこれも進めていかな

ければならないんではないかなと思ってますが、今後どうされるのか。 

 そして、村づくり経営計画の資産有効活用に上げてる遊休地以外の土地については、た

だいま公共施設等総合管理計画を２８年度中に策定して、総合的、計画的な管理を進める

という答弁いただきました。 

 そこで、この公共施設等総合管理計画っていうものについての具体的な取り組みをお聞

きしたいと思います。 

○井上議長 中野課長。 

○中野会計管理者兼総務課長 今後の予定でございますが、平成２７年度に全ての公共施

設について、取得原価の調査や開始時簿価の算定など本村における新地方公会計の導入に

必要な財務書類との連動が可能となる固定資産台帳の整備を行ってまいります。 

 その後、その整備した固定資産台帳をもとに、公共施設の老朽化度合いや利用状況、ま

た維持管理、更新等に係る中・長期的な経費の見込みなど施設の現状や課題を客観的に把

握、分析しまして、公共施設の管理についての基本的な考え方を公共施設等総合管理計画

として平成２８年度中に取りまとめる予定をしておりますので、その中で小吹台方転地に

つきましても検討していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○井上議長 清井議員。 

○清井議員 要望しておきます。 

 私は、遊休土地の有効活用ということについて、これまで平成２５年９月、そして前回

２６年３月、そして今回とずっと質問させてもらってきました。 

 この間で、村づくり経営計画に上げてる遊休地で有効活用ができたのは自休村センター

の貸し付けだけであった、そう思っております。そうやったと思います。 

 今後、公共施設の管理計画を立てて、遊休財産の計画的な管理を進めるっていうことの

答弁いただきましたので、今後はより積極的な取り組みをお願いしたい。要望して終わり

ます。 

○井上議長 第４番目の質問者、田中議員。 

○田中議員 ６番、田中博治でございます。 

 私は、議長通告に基づき、以下２点について質問をいたします。 

 まず１点目は、大災害時の孤立化を防げ、ヘリポートの新設をについて、２点目は公立
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小・中学校の空調機整備後に夏期授業はできないかについて質問をいたします。 

 まず１点目の大災害時の孤立化を防げ、ヘリポートの新設をについて質問いたします。 

 平成２３年３月に発生した東日本大震災を初め、最近では鹿児島県の屋久島町の口永良

部島での大噴火等上げれば切りがございません。また、南海トラフ巨大地震もいつ発生し

てもおかしくない状況であり、先に示された大阪府の被害想定では、津波等により避難が

おくれれば約１３万人の死者が出るとも想定されております。また、甚大な被害状況が示

されたところでございます。このため、大阪府においても少しでも被害を少なくする減災

に対するさまざまな取り組みが現在進められております。 

 さらに、我が国の至るところでは、こうした地震災害だけでなく、異常気象による集中

豪雨により大規模な土砂災害等が発生し、集落が一瞬にして土砂にのみ込まれ、多くのと

うとい人命が犠牲となるなどの痛ましい災害が多発しております。 

 一方、本村について見ますと、南海トラフ巨大地震による津波被害は皆無であるもの

の、地域の８０％以上が森林に覆われており、一たび集中豪雨や大地震が発生した場合、

土砂災害が危惧されております。土砂災害が発生すると、交通網が遮断され、各集落が陸

の孤島となり、人命救助や緊急物資の輸送がままならない状況が生じることは言うまでも

ありません。 

 こうした災害が発生した場合、被害最小限に食いとめることが何よりも重要であり、日

ごろから避難方法や経路、救助方法など、命を守り、命をつなぎ、必要不可欠な行政機能

が維持できるように事前の備えを万全に行うことが不可欠であると考えております。 

 とりわけ、最優先で考えなければならないのが、道路交通網が遮断された地域の方々の

人命救助や生活の確保ですが、私は以前に報道された和歌山県の古座川町とみなべ町であ

ります。古座川町では、同町の総合センター内の敷地内にヘリポートが整備されており、

防災、減災の取り組みとして、ヘリコプターによる救助、救援活動が報道等で紹介され、

この取り組みこそが本村にとって非常に有効な手段であると痛感いたしました。しかしな

がら、ヘリコプターを使用するに当たっては、離着するヘリポートをまず確保しなければ

なりません。 

 そこで、本村における災害時用のヘリポートについて、現在どのような状況になってい

るのか、また災害時用のヘリポートについてはどのような条件のクリアをする必要がある

のか、あわせてお伺いいたします。明快なる御回答をお願い申し上げます。 

 ２点目の質問は、空調機設置後に夏期授業はできないかについて質問をいたします。 

 本年６月議会の初旬に村立小学校と幼稚園に空調機設備工事を行う議決を行ったところ

でございます。この設置工事には、５，５００万円もの大金を投じて各教室に設置される
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ものでございます。赤阪小学校で９台、千早小吹台小学校で１０台、村立幼稚園で２台の

合計２１台であります。 

 空調機が各教室に設置されれば、快適なる授業が行われ、教育環境の向上が一段と期待

されます。これにて、幼稚園と各小学校と村立中学校の耐震化工事の実施とあわせて、各

教室に空調機設置と教育環境はがらりと変わると思っております。松本村長初め、矢倉教

育長の御英断に、この席をおかりしまして感謝を申し上げるところでございます。 

 ところで、４月２１日に全国学力テスト実施に伴う千早赤阪村立中学校の未履修問題が

発生いたしました。 

 それについて、村立中学校の理科における未履修問題の経過として、４月２２日に村立

中学校の校長より未履修についての報告が村教育委員会に行われました。４月２３日には

府の教育委員会から調査があり、村立中学校で未履修問題があったことを報告されまし

た。そして、４月２４日に学校長が３年生に対して、今回の経過等の説明と謝罪を行った

とされております。５月１日には、ＰＴＡ総会で今回の事案についての説明が行われたと

聞いております。 

 今回の村立中学校で起きた未履修問題につきましては、村立中学校の生徒さんには何ら

瑕疵はありません。しかし、中学校の先生に言わせると、授業時間が不足しているとか台

風やインフルエンザによる学級閉鎖など、いろいろ言いわけはあると思っております。 

 今後、こうした再発防止に向けた取り組みとして、各学校における空調機設置工事完了

後の夏休みに夏期授業を取り入れられないものかお伺いをいたします。ありがとうござい

ました。これにて、私の２件全て終わります。 

○井上議長 質問事項１番目の答弁者、吉田副村長。 

○吉田副村長 ただいま田中議員より御質問のありました大災害時の孤立化を防ぐヘリポ

ートについて御答弁を申し上げます。 

 まず、本村における災害時のヘリポートについてでございますが、村の地域防災計画に

おきまして、災害時用臨時ヘリポートとして村民運動場１カ所を選定しているところでご

ざいます。 

 次に、災害時用のヘリポートを選定するための必要条件についてでございますが、航空

輸送の安全確保の観点から、細かな選定条件が定められております。 

 具体的には、まず地盤は堅固な平たん地であること、また地積につきましてもヘリコプ

ターの形状に応じ異なりますが、大型ヘリコプターの場合、１００メートル四方、約１万

平方メートル、中型ヘリコプターの場合、５０メートル四方、約２，５００平方メート

ル、小型ヘリコプターの場合、３０メートル四方で約９００平方メートルの地積が必要と
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なっております。 

 また、こうしたヘリコプターが安全に離着陸を行うため、２方向からの離着陸が可能で

周辺に支障となる障害物がないことやヘリコプターが離着陸後の救助、救急活動を円滑に

行うための車両の進入路があることなど、こうしたさまざまな選定条件をクリアする必要

がございます。 

 以上でございます。 

○井上議長 再質問お受けします。 

 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございました。再質問させていただきます。 

 ただいまヘリポートについて御答弁をいただきましたが、私が一番に危惧していますの

は、東南海地震等の大地震発生を想定した場合に、その大災害により千早大橋が崩壊すれ

ば、橋より奥に住んでおられる村民の皆さん、つまり奥千早の方々でございます。ここに

松本村長もおいででございますが、奥千早に住んでおられます。各道路は山崩れ等により

通行不能となります。たちどころに奥千早の村民の方は孤立してしまいます。 

 また、松本村長は指揮官として千早赤阪村の役場に行き、総指揮をとってもらわなけれ

ばなりません。そのためにもヘリコプターは大切な役目ではないでしょうか。 

 今、村では奥千早のいずれかの場所に金剛山ビジターセンターの建設を検討されており

ますが、本年は基本設計を策定されると発表されております。 

 私は、このビジターセンターに併設する形でヘリポートの整備ができれば、この奥千早

地区の村民の皆様が安心して生活できるのではないかと考えております。 

 このビジターセンター建設にあわせ、ぜひともヘリポートの整備をお願いしたいと考え

ていますが、ヘリポートの必要条件等も踏まえ、その可能性について村としてどのように

考えておられるのかお伺いをいたします。 

○井上議長 吉田副村長。 

○吉田副村長 ビジターセンター建設にあわせてヘリポートの整備ができないかとの御質

問についてでございますが、現在計画しておりますビジターセンターの候補地につきまし

ては登山口周辺で、その区域面積といたしました府道を挟み約８，０００平方メートル程

度を想定しております。 

 また、候補予定地は府道沿いに上下２段に分かれる形状で細長く、ここにビジターセン

ターの建物及び駐車場を整備いたしますと、先ほど御答弁させていただきましたがヘリポ

ートの整備に必要な条件を満たすことは難しいことから、現時点ではビジターセンターに

併設した形でヘリポートを整備することは困難ではないかと考えているところでございま
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す。 

 また、この地域孤立するということなんですけれども、ビジターセンター以外にこの地

域周辺におきましてヘリポートが確保できないかというところを検討いたしましたとこ

ろ、土砂災害により麓からの道路が断絶されるおそれがございますが、府立金剛登山道第

１駐車場、第２駐車場が考えられます。 

 この駐車場は、これまでからも木材搬出にヘリコプターを利用した実績があり、ヘリポ

ートの選定条件である敷地面積等の要件を満たしていますことから、交通網が確保できる

場合は重要な役割を担うことが可能となります。 

 今後、大阪府の関係部局と施設整備を初めとするヘリポートに必要な諸条件がクリアで

きるのか、またこの駐車場が災害時に府から借用し、どのようにヘリポートとして活用で

きるのかなどをさまざまな観点から村地域防災計画の改定にあわせ、協議検討を行ってま

いりたいと存じます。 

 また、議員お示しのように、ヘリポートの確保につきましては被害を減少させる上から

も非常に重要なものでございます。今後、村トータルでの災害対策を行う中で、現在整備

を検討しております新庁舎周辺等を初め、村の公共施設周辺においてどのような確保がで

きるのか、あわせて検討してまいりたいと存じます。 

 私からの答弁は以上でございます。よろしく御理解賜りますようお願いいたします。 

○井上議長 質問お受けします。 

 田中議員。 

○田中議員 要望しておきます。 

 ありがとうございました。災害時用のヘリポート確保については、航空輸送の安全確保

の観点から細かな選定基準が設けられており、ビジターセンターに併設することは難しい

ことは理解いたしました。 

 ただ、災害対策を行う上で、被害を最小限に食いとめるためには、村の地形や交通網を

考えた場合、やはりヘリコプターの活用が不可欠であり、村には村民運動場を災害時用の

ヘリポート基地として選定しておられますが、１カ所では心もとないものが事実でありま

す。 

 村では、今後新庁舎の建設を初め、庁舎周辺のまちづくりにも着手されようとしておら

れます。このような施設周辺や防災上の課題等を有する地区の状況も勘案しながら、でき

る限りヘリポートの確保を行い、村民の皆さんがいざ災害が発生した際には被害を最小限

に食いとめられるようにしっかり取り組んでいただきますよう要望いたします。ありがと

うございました。 
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○井上議長 質問事項２番目の答弁者、北浦教育課長。 

○北浦教育課長 空調機設置後、夏期授業はできないかについて御答弁申し上げます。 

 空調設備が整っている大阪府内の小・中学校では、そのほとんどにおいて従来の夏休み

の一部を短縮し正規の授業が行われています。このように空調設備が整いますと、夏休み

期間中にも正規の授業時間を確保し、必要とされる履修内容を確実に消化できるととも

に、児童・生徒の学力向上にも資することができるものと考えております。 

 今後、教育委員会といたしましては、こうした教育環境を生かし、来年度以降の夏休み

の授業のあり方について、中学校の部活における大会や小・中学校教職員の研修など、従

来実施されてきた夏休み期間中の活動を勘案しながら学校とも協議し、小・中学校の教育

活動の充実と学力向上に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、村立中学校の未履修問題につきましては、夏休み期間中の授業のあり方はもとよ

り、今後こうした事態の再発防止に向け、学校全体でチェックできるような防止策の策定

等もあわせて検討してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○井上議長 再質問お受けします。 

 田中議員。 

○田中議員 ありがとうございました。立派な御答弁をいただきましてありがとうござい

ました。 

 ところで、教育長へお尋ねしますが、去る４月２１日に発生しました村立中学校の未履

修問題についてお尋ねをいたします。 

 さきにも述べましたが、村立中学校の生徒さんには何らの瑕疵はございません。その生

徒さんたちは、この事態に対して一生悔いの残る問題かもわかりません。 

 その点について、以下をお尋ねいたします。 

 なお、数点お伺いいたしますので、ちょっとメモを書いてください。よろしくお願いし

ます。いいですか、教育長。 

 １点目は、今回の未履修問題について、矢倉教育長のお考えはどのようなものか、また

その未履修問題についての反省点があれば、教育長としての立場でお答えをお願い申し上

げます。 

 ２つ目、いいですか。村立中学校保護者の反応、また村立中学校の受験者の方たちの反

応はどうであったのかお伺いをいたします。 

 ３つ目、いいですか。松本村長の３つのコメントについての対応はどう対応策をなされ

たのかお伺いをいたします。 
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 いいですか、４つ目。いいですか。今後の未履修問題の再発防止について、教育長の立

場からお伺いをいたします。 

 いいですか。５つ目、矢倉教育長はその未履修問題については事前に把握をしていまし

たか、把握していなかったのですか。その点お伺いいたします。 

 いいですか。６点目、もし理科の１問が出題されなかったと。場合には、その未履修問

題は永遠に葬られたっていうんか、わからなかったのではないだろうかと思っています

が、その点教育長としてどう考えておられますか。 

 最後ですけど、いいですか。もし矢倉教育長のお子さんがその学力テストを受験をされ

たとします。そのとき、矢倉教育長がお父さんとして、保護者の一人として学校に対して

どのように思われたのか、その点仮想になるかと思いますけど、逆な立場でお答えをお願

いいたします。 

 以上、７点について御答弁をお願いいたします。 

○井上議長 矢倉教育長。 

○矢倉教育長 まず、議員お尋ねの１番目の質問でございます。 

 未履修問題とはということでございますけども、本来履修ができていない、履修すべき

項目がその学年度中になされていないということでありますけれども、つまり簡単に申し

ますと、先生が教えるべき事柄を、その学年度中に全部教え切れなかったということであ

ります。 

 この４月下旬に受けました全国学力・学習状況調査において、本校、本中学校におきま

して、この未履修問題が発覚しましたことに関しましては、議員の皆様に大変御心配をお

かけいたしましたことを改めておわび申し上げます。 

 本来、簡単に一言で申しますと、この問題はその理科の担当教諭のまだ新採２年目とい

う経験不足の中から指導上のミスが出たものと考えております。 

 学校長の報告によりますと非常に熱心な先生でありまして、理科の実験を行った際、そ

の後生徒がよく理解できていないと判断した場合は、次の時間もまた同じ実験をさらに行

ってというようなこともあったと聞いております。 

 ただし、授業が非常に熱心だからということによって、この未履修が許されるものでは

ございません。当然、学年度中、２年生の期末までには終えなければいけないことが、教

科書の最後の単元が時間不足により履修できなかったと。そして、たまたまその箇所が全

国学力テストに出題されて発覚したということであります。 

 この反省はもちろん、学校としましても、教育委員会といたしましても大きな問題と捉

えまして、学校長及び教頭の管理職には今後このような問題が二度と起こらないように、
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各学年末ごとだけではなくて各学期ごと、１学期、２学期、３学期という学期ごと終了時

での指導計画どおり進んでるかどうかのチェック体制をしてくれという指示を出したとこ

ろであります。 

 ２番目の問題ですけども、保護者及び生徒の反応はいかがかという質問だったと思いま

すけども、先ほど議員おっしゃいましたように、この問題が起こってすぐ、たまたまＰＴ

Ａ総会の場が持たれる機会がございましたので、その場を利用して、学校長から詳しい説

明とおわびを保護者に対してさせていただきました。 

 報告を聞きますと、その場において、またその終了後においても保護者からは意見等は

一切出なかったということを聞いております。 

 もちろん生徒にも真っ先に説明とおわびを校長からいたしました。それと最後、生徒自

身、この問題が習ってない未履修の問題だというところまでは把握できなくて、ただちょ

っと応用問題的な感覚で捉えていってたようでありますけども、説明後は、ああ、そうだ

ったのかということでわかったようでありますけども、それ以上の抗議あるいは質問等は

なかったと聞いております。 

 また、もちろんおっしゃいましたように生徒には何ら瑕疵がないことであります。この

ことは府教委においても考慮されまして、各学校の平均点及び成績を出すときに、この問

題を除いて平均点を出すということであります。そういった未履修がされたという学校に

関しては、そういう配慮をするということを聞いております。 

 ですから、結果といたしましては、生徒たちは何ら不利益をこうむることがなかったと

いうことになろうかと思います。 

 ３つ目の村長さんが示された３つの提案っていうの、ちょっとそれがよくわからないん

で、後でちょっと時間ください。 

 ４番目、再発防止に関しましては、先ほど言いましたけれども管理職が責任を持って各

教師の指導計画書をチェック、確認していくということで、今後実行していくということ

を聞いております。これがなされますと、二度とこのような問題は起こらないものと思っ

ております。 

 ５番目ですね。事前に私が把握してたかということですけども、私はこの問題は中学校

から報告があるまでは聞いておりませんでして、初めて中学校からの報告を受けて知った

という状況であります。それは、試験実施後の２日後だったと思います。 

 ６番目のもしこれが試験で出なかったら、もう発覚しないでずっとそのままになってい

たんじゃないかと、まさにおっしゃるとおりでございます。 

 ただ、実際詳しい学校長からの報告では、この担当教師は未履修のままになっているた
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めに、中学校３年生の段階で、４月から早速その箇所を授業で始めていたと聞いてます。

ところが、あいにくインフルエンザによる学級閉鎖になりまして、最後までやるまでにテ

ストの日が来てしまったということを聞いております。 

 やはり、たまたま今回その箇所がテストに出たからこの未履修問題ということが発覚し

たことは事実です。やはりテストに出ようが出まいが、学年度中に教えなければいけない

ことは全て終了しておくというのが本来の教師の姿勢であろうと思っております。 

 そして、最後のもし私の子どもが生徒だったらどう思うかということでございますけど

も、やはり先生に、学校に対してしっかり計画どおり授業を教えてほしいということを言

うだろうと思います。 

 実際、先生も大変忙しい中で時間をやりくりして、授業だけではなくてそれ以外にも、

特に私どものような小規模な学校は先生が少ないでございますから、いろんな自分の受け

持つ授業以外の仕事が回ってきてますし、府のほうへ研修に出かけることもあります。そ

の辺、確かに時間はとられやすいですけども、まず授業というものをやっぱり最優先して

ほしいなと思っております。 

 済いません、３番目のちょっと質問がよくわからなかったんで、もしよければもう一度

お願いします。 

○井上議長 田中議員。 

○田中議員 私言ったらまた再質問できませんので、言いません。そうですか。私再質問

できんようになるからね。そうでしょ。 

○矢倉教育長 済いません、ちょっと今わかりません。申しわけありません。 

○田中議員 いいですよ。 

○井上議長 再質問お受けします。 

 田中議員。 

○田中議員 今度は北浦課長へお尋ねいたします。 

 村立小学校につきましては、工事のスケジュールの関係で夏休み期間中の授業が困難で

あることは理解しております。 

 村立中学校では、既に普通教室に空調設備は整備されております。さきの全国学力・学

習状況調査で発生した未履修問題のようなことが起こらないためにも、夏休み期間中の授

業実施の取り組みは非常に有効であると考えます。 

 以下、２点についてお伺いをいたします。 

 １点目は、村教育委員会として、ことし夏休み期間中の授業中の取り組みについて、ど

のように行う予定なのかお伺いをいたします。 



- 96 - 

 ２点目は、今後どのようにこうした取り組みを進めていくおつもりなのかお伺いをいた

します。 

 以上２点、よろしくお願いします。 

○井上議長 北浦課長。 

○北浦教育課長 村立中学校におきましては、今年度からまず３年生対象に、これまでは

夏休み期間中に出席が義務づけられない補習授業として実施しておりましたけれども、こ

れにかえまして、夏休みの初めと終わりの時期に合わせて５日間、１５時間の正規の授業

として新たにカリキュラムに組み込んだところでございます。 

 それから、今後ですけれども、今後は各学年におきましても余裕を持って履修内容がで

きるよう、確実に消化できるよう、教育活動の充実を図り、村教育委員会と中学校とで協

議検討を行ってまいりたいというふうに考えております。 

○井上議長 要望をお受けします。 

○田中議員 ありがとうございました。 

 本村の小・中学校の空調設備の整備状況は、南河内地域では先進的な状況にあると私は

思っております。 

 こうした環境を生かして、教育委員会と学校現場がしっかりとタッグを組んでいただい

て、児童・生徒の学力向上に取り組んでいただけるよう要望いたします。ありがとうござ

いました。 

○井上議長 第５番目の質問者、山形議員。 

○山形議員 議席番号７番、山形です。 

 議長通告に基づき、次の点について質問いたします。 

 木質バイオマス、再生エネルギー、林業活性化について担当課の答弁を求めます。 

 初めに、再生エネルギーに関する取り組みは、国のエネルギー政策においても多様な動

きを見せるところであり、本村においても過疎自立促進計画の中で再生エネルギーに関

し、小水力や木質バイオマスに関する調査研究に取り組むことを盛り込まれております。 

 小水力に関しては、ＮＰＯ法人自然エネルギーを利用する会・千早赤阪が村域内に所在

していた旧千早第２発電所の跡での発電事業について、民間投資を呼び込むような形で事

業の推進を検討しているところでありますが、一方で木質バイオマスに関しては議論が進

んでないように思われます。 

 本村は、区域全体の８０％が山林であり、林業は主要な産業の一つであります。昨今は

木材の価格の低迷で林業の衰退は危機的状態に至ってると申しても言い過ぎではないと感

じてます。 
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 また、中津原において、森林組合南大阪リサイクルセンターで生産している木質チップ

は、木質バイオマス発電を主燃料として有望であります。現在は、村外で消費していると

伺っております。 

 木質バイオマスなど複合再生エネルギー分野はますます成長が望めるものと考えられ、

これを１つのきっかけとし、林業の復興につなげられないかと考える次第であります。 

 そこで、木質バイオマスに関する村の認識と動向についてお伺いします。 

○井上議長 答弁者、高橋理事。 

○高橋まちづくり課理事 木質バイオマス、再生エネルギー、林業活性化について御答弁

申し上げます。 

 木質バイオマスの利活用については、林業を含めた産業の活性化や環境対策の効果が期

待されるものと認識しております。 

 しかしながら、発電所の整備や公共施設への利用に当たっては多額の費用を要すること

から、まずは調査研究から始めたいと考えております。 

 環境省から本年５月１日、地域における低炭素地域づくりを推進するため、実現可能性

調査、事業化計画の策定から設備補助までを包括的に支援する国庫補助事業としてグリー

ンパートナーシップ事業の募集が公益財団法人日本環境協会から通知で示されました。 

 当該補助金は、本村といたしましても非常に有用でありますことから、６月１０日に補

助金公募の申請を行ったところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○井上議長 再質問お受けします。 

 山形議員。 

○山形議員 ありがとうございました。 

 高橋さんとは初めてのキャッチボールになります、ここへ来て。よろしくどうぞお願い

いたします。 

 今答弁いただいた中で、発電所の整備や公共施設の利用に当たっては多額の費用を要す

るということは、もう私も長年こういう議員を務めさせていただく以上感じておるんです

けども、今の答弁の中から環境省から本年度５月１日、地域における低炭素地域づくりを

推進するための国庫補助金として、グリーンパートナーシップ事業の補助金公募申請を行

ったとの説明ですが、具体的にどのような内容の事業で申請したのかお尋ねします。 

○井上議長 高橋理事。 

○高橋まちづくり課理事 公募申請いたしました事業内容についてでございますが、公共

施設への複合集約的な再エネ設備の導入について、循環型地域づくり先進事業としまし
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て、新庁舎や金剛山ビジターセンターへの木質バイオマスボイラー及び太陽光発電設備の

導入の可否を検討するため、各システムに利用可能な資源の賦存量と可採量の把握、エネ

ルギー需要変動の分析、最適な設備システムと事業採算性の検討等を行うものでございま

す。 

 さらに、本事業は二酸化炭素排出抑制対策が主たる目的ですが、地域資源を活用した産

業活性化等の地域課題を解決する副次的効果があるかもあわせて審査され、７月末に決定

される予定となっております。 

 以上です。 

○井上議長 質問お受けします。 

 山形議員。 

○山形議員 ありがとうございます。 

 今の御答弁の中に、本補助金は二酸化炭素排出抑制対策の主たる目的であると。その後

審査され、７月末に決定される予定との答弁でございます。 

 その結果については今ここで質問しても多分お答えできないと思いますので、９月の議

会においてその結果を再度質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしと

きます。 

 そこで、村過疎地域自立促進計画では、林業復興振興対策として林道や作業道の整備を

促進し林業基盤の整備を図るとともに、国土の保全、水源の涵養といった森林の広域的な

機能を維持するため、除伐、そして枝打ち、間伐など施業を計画的に行っているとしてい

ます。 

 先日テレビ番組において、木質バイオマス発電を回る特集がありました。全国に木質バ

イオマスを使った大規模発電所が計画され、その計画を支えるには多量の木質チップが必

要とのコメントが出てました。 

 全国的に木質チップの需要が高まると思われますので、本村のチップ製造の能力向上を

図るとともに、森林に放置されている間伐材等を収穫、搬出する仕組みを構築し、林業復

興の起爆剤にしてはどうかと思いますけども、いかがでございましょうか。 

○井上議長 高橋理事。 

○高橋まちづくり課理事 近年国産材の需要の減少、木材価格の低下は、森林所有者の木

材生産の意欲を失わせる状況となっております。 

 こうした中、本村では林業施業者に対し、搬出間伐材等の森林施業とこれと一体となっ

た森林作業道の整備等の補助を行うための森林環境保全整備事業を実施しているところで

ありますが、こうした制度を活用してる施業者もごくわずかでございます。 
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 議員お示しのように、本村は村域の８０％以上が森林に覆われており、昨年４月に過疎

地域の公示を請けた本村の実情を勘案しましての地域の活性化、雇用や人口増加対策を行

う上で、林業の振興は不可欠な施策でございます。 

 このため、現在申請しているグリーンパートナーシップ事業が採択されれば、その中で

間伐材を活用した木質チップの生産に至る森林資源、経済の村内循環システムと雇用の創

出、さらにはこれに伴う定着人口増加させるためのスキームづくり等の検討を行ってまい

りたいと考えております。 

 また、府においても現在森林環境税の導入が検討されており、こうした動きも注視しつ

つ、市場における木材取引の状況も勘案し、林業振興を促進できる取り組みを検討してま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○井上議長 要望をお受けします。 

○山形議員 ありがとうございます。 

 細かいことちゅうよりも、こちらも勉強せないきませんもんですから、今先ほどのグリ

ーンパートナーシップ事業、この結果によってこれからの村におけるこの林業、それから

今これから進めさせていただいてる新庁舎、それからビジターセンター、これにも全部関

係してくるというふうに私認識しておりますもんですから、そこで要望させていただいと

きます。 

 かた苦しい言葉を書いてみたんですけど、自分で何言うてんのかわからんかもわかりま

せんけど御理解賜ります。 

 林業の衰退は、村の活力も同時に失われていくような感じが非常に寂しく感じておりま

す。 

 村長は、過疎脱却に向けて一流の村づくりに取り組むとよく言われておられます。過疎

地として公示された本村にとって、ピンチではなくチャンスやということをよく私も聞き

ました。あらゆる手段の活用を模索し、林業振興に寄与する政策をぜひとも取り組んでい

ただきたいと考えております。要望としてお願いします。 

 今回はこれで終わります。ありがとうございました。 

○井上議長 ここで、議会運営委員会副委員長を御報告申し上げます。 

 議会運営委員副委員長に関口議員が決定いたしましたので御報告いたします。 

 以上で本定例会に付議されました案件は全て終了いたしました。 

 松本村長より挨拶がございます。 

○松本村長 長期間の議会、どうも御苦労さんでございました。 
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 ことしは比較的涼しい６月でございまして、暑い思いをしない間に議会が終わりまし

た。 

 しかし、私どもの村は今ビジターセンターあるいは庁舎建設並びに運営に向かって動き

始めました。ぜひ、議員皆様の建設的な御提案、御支援をお願いしたいと思います。２つ

の建設あるいは運営について、私どもはできるだけ若い人たちの意見を取り入れて行って

いきたいと今考えております。 

 今の現在の世の中、非常に進歩が速いと申しますか、スピードが速い、変革も速いとい

うことでございまして、私たちが大体一人前なったころに銀行は絶対潰れないとか言って

おりました銀行が潰れたり、あるいは大阪の成長のエンジンでございました松下、三洋、

シャープが創業以来三、四十年で変になるというふうな時代になって、そのおかげで今大

阪は非常に落ち込んどるわけでございますが、これからつくるものにつきましても物理的

な耐用年数、これはかなりあると思いますが、社会的な耐用年数は今の状況から考えます

と三、四十年が関の山かなと、私はそういうふうに考えております。ただ、できるだけ長

い間きっちり運営できるように考えながら、職員あるいは住民の皆さんの英知を集めてや

っていきたいなと。 

 特に、先ほど先生の最後の話でもございましたとおり、例えば昭和６０年ごろ、私ども

の村では山持ちさんは非常にお金持ちでございました。今、お気の毒に全然お金がないと

いうような状況で、世の中どんどんどんどん変わります。そういう時代こそ、我々にとっ

て逆に今非常に財政力指数が、例えば今２．５というような町もございますけども、うち

のように財政力指数が３．６とか０．３とか０．４ぐらいの元気のない村でもまたチャン

スはきっちりめぐってくると、私はそういうふうに考えておりますので、精いっぱいでき

るだけ物理的にも社会的にも立派なものをつくっていきたいと考えておりますので、ぜひ

皆さんの御協力をお願いいたしまして、簡単ですが私の御挨拶といたします。どうも６月

議会、ありがとうございました。 

○井上議長 どうもありがとうございました。 

 これで本日の会議を閉じ、平成２７年第２回千早赤阪村議会定例会を閉会いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

            午後１時５７分 閉会  
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